
令和2年9月末現在の
人口の動き

●人口　 13,936人（前月比−12人） 男 6,993人（−8人） ●外国人人口 306人（前月比−1人）男 147人（±0人）女 159人（−1人）
　（外国籍除く） （前年比−128人） 女 6,943人（−4人） ●世帯数 4,891世帯（外国人のみの世帯含む）

November  No.53211広報せいろう
2020

町のイメージキャラクター

百合若 はなちゃん緑丸

新型コロナウイルス感染症
関連情報はこちらから

町ホームページ

　蓮野・蓮潟・亀代こども園年長組の皆さんが聖籠中
学校の畑でさつまいも掘りをしました。
　今年は春の苗植えはできませんでしたが、園児たち
に代わって苗を植えてくれたおじいちゃんおばあちゃ
んと一緒に、大きく育ったさつまいもをたくさん収穫
できました。

がんばったよ！さつまいも掘り
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（昨年度　91.9％）
　毎年度経常的に使われる経費（人件費、
扶助費、公債費など）に対して、町税な
どの経常的に得られる一般財源がどの程
度使われているかを表したものです。
　数値が低いほど、財政のゆとりがある
とされています。

（昨年度　1.112）
　地方公共団体の財政上の能力を示す指
数です。この指数が 1.0 を超えると国か
らの普通交付税が配分されません（これ
を不交付団体といいます）。
　聖籠町は昭和 59年度から不交付団体
です。

経常収支比率  86.3％

財政力指数  1.110

使いました

一般会計歳入

73億5,469万円
町税

44億1,130万円
（60.0％）

その他
5億2,930万円
（7.1％）

分担金及び負担金、繰入
金、使用料及び手数料、
地方特例交付金、石油貯
蔵施設立地対策等交付金、
町債、寄附金など

県支出金
4億9,504万円
（6.7％）

使い道を特定して県が
支出する補助金など

繰越金
4億9,170万円
（6.7％）

前年度から繰り越した
お金

諸収入
3億2,127万円
（4.4％）

貯金利子や税の延滞金、
貸付金の回収金など

国庫支出金
6億8,121万円
（9.3％）

使い道を特定して国が
支出する補助金など

内訳
固定資産税 32億2,648万円 （73.2％）
町民税（個人） 5億5,296万円 （12.5％）
町民税（法人） 4億2,470万円 （9.6％）
軽自動車税、たばこ税、入湯税 2億716万円 （4.7％）

内訳
固定資産税 32億2,648万円 （73.2％）
町民税（個人） 5億5,296万円 （12.5％）
町民税（法人） 4億2,470万円 （9.6％）
軽自動車税、たばこ税、入湯税 2億716万円 （4.7％）

地方譲与税
1億1,465万円
（1.6％）

国が徴収した特定の税の
うち、一定の基準で町へ
交付されるもの

地方消費税交付金
3億1,022万円
（4.2％）

対前年度比
1.1％増

国が徴収した地方消費
税のうち、一定の基準
で町へ交付されるもの

　

令
和
元
年
度
の
町
の
決
算
が
ま
と
ま
り
、
９
月
の
定
例

議
会
で
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
昨
年
度
１
年
間
に
使
わ
れ
た

お
金
は
、
一
般
会
計
と
６
つ
の
特
別
会
計
合
わ
せ
て
約

１
０
９
億
円
で
し
た
。

　

一
般
会
計
に
お
け
る
町
の
歳
入
は
73
億
５
４
６
９
万

円
で
、
歳
出
が
67
億
４
５
５
万
円
と
な
り
、
令
和
２
年
度

に
繰
り
越
し
た
事
業
費
の
財
源
４
７
３
０
万
円
を
差
し

引
い
て
、
６
億
２
８
４
万
円
の
黒
字
決
算
と
な
り
ま
し
た
。

　

お
気
づ
き
の
点
、
お
問
い
合
わ
せ
は
、
総
合
政
策
課
財

政
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

☎
２
７

−

１
９
５
４
（
直
通
）

特別会計とは？
　地方公共団体の会計は、本来一つの会計が原則です。し
かし、様々な行政需要が求められてきている現在、一つの
会計で処理することが難しくなってきました。
　そこで次のような特定の事業を一般会計から分けて、わ
かりやすいように処理するのが特別会計です。

特別会計決算

令和元年度
決　算

まちづくりのために
合計一般会計（67億455万円）

特別会計（41億9,316万円）

一般会計歳出

67億455万円
教育費

13億1,964万円
（19.7％）

こども園・学校・
社会教育・
社会体育事業など

民生費
20億7,434万円
（30.9％）

高齢者・児童・障がい
福祉事業など

土木費
7億7,391万円
（11.5％）

道路・公園・港湾整備など

土木費
7億7,391万円
（11.5％）

道路・公園・港湾整備など

衛生費
5億179万円
（7.5％）

保健事業、ごみ処理
事業など

諸支出金
1億9,668万円
（2.9％）

基金への積立（町の
貯金）など

農林水産業費
2億3,196万円
（3.5％）

農業・漁業振興、
土地改良事業など

公債費
3億5,752万円
（5.3％）

町が借り入れたお金
の返済

消防費
3億598万円
（4.6％）

消防団活動、防災
など

総務費
7億349万円
（10.5％）
行財政運営、徴税、
選挙など

商工費
1億3,759万円
（2.1％）
商工業の振興、
観光事業など

議会費
1億149万円
（1.5％）
議会活動

労働費
16万円
（0.0％）
雇用対策など

対前年度比
1.2％減

会　　計　　名 歳　　入 歳　　出
国 民
健 康 保 険

事 業 勘 定 13億 4,451 万円 13億 1,524 万円
施 設 勘 定 1億 1,573 万円 1億 333 万円

介 護 保 険 13億 3,851 万円 12億 5,865 万円
後 期 高 齢 者 医 療 8,947 万円 8,903 万円
県営開拓パイロット事業 1,445 万円 667 万円

下水道事業
収益的収支 7億 4,903 万円 6億 8,670 万円
資本的収支 1億 1,935 万円 4億 2,389 万円

水 道 事 業
収益的収支 2億 8,481 万円 2億 7,075 万円
資本的収支 0万円 3,890 万円

合　　　　　　計 40億 5,586 万円 41億 9,316 万円

109億円

■町債の状況
区　　　　分 令和元年度末残高

一 般 会 計 26億 3,004 万円
国民健康保険特別会計 3,304 万円
下 水 道 事 業 会 計 55億 6,386 万円
水 道 事 業 会 計 4億 971 万円
合　　　　　　　計 86億 3,665 万円

■基金の状況
区　　　　分 令和元年度末残高

財 政 調 整 基 金 4億 7,502 万円
減 債 基 金 8,466 万円
災 害 救 助 基 金 1億 2,691 万円
土 地 開 発 基 金 6,408 万円
道 路 整 備 基 金 1,197 万円
教 育 振 興 基 金 320 万円
公共用施設整備基金 3,124 万円
公共用施設維持基金 	 7,846 万円
地 域 福 祉 基 金 3,670 万円
観音の湯ざぶ～ん館維持基金 1,253 万円
町営住宅及び共同施設維持基金 2億 1,861 万円
ふ る さ と 応 援 基 金 4,424 万円
国営加治川用水地区土地改良事業基金 9,488 万円
国民健康保険高額療養費貸付基金 200 万円
一般旅券発給等事務証紙等購買基金 50 万円
合　　　　　　計 12億 8,500 万円

  令和元年度に行った
　　　    主な建設事業

・蓮潟金清水線道路整備事業
	 5,781 万円
・真野井戸島線外２路線消雪
　パイプ整備事業
	 4,013 万円
・大夫興野浦山線拡幅事業
	 3,138 万円
・真野島の内線外２路線消雪
　パイプ整備事業
	 1,651 万円
・避難所施設等無線LAN整備
　事業
	 1,240 万円
・網代浜海岸線１号消雪パイ
　プ整備事業
	 1,155 万円

町民一人あたりの「一般会計」の歳出額は

46 万 7,672 円です（昨年度47万 2,566 円）

民生費� 14万4,694円
　高齢者・児童・障がい福祉事業な
どに使われるお金

総務費　4万9,072円
　行財政運営、徴税、選挙などに使
われるお金

土木費　5万3,984円
　道路・公園・港湾整備などに使わ
れるお金

消防費　2万1,343円
　消防団活動、防災などに使われる
お金

教育費　9万2,051円
　こども園・学校・社会教育・社会
体育事業などに使われるお金

公債費　2万4,939円
　町が借り入れたお金の返済に使わ
れるお金

衛生費　3万5,002円
　保健事業、ごみ処理事業などに使
われるお金

その他　4万6,587円
　農業・漁業振興や基金への積立、
商工業の振興などに使われるお金

※人口は令和元年12月末日の住民基本台帳人口 14,336 人による
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【用語の説明】

 

健
全
化
判
断
比
率

実質赤字比率 　一般会計などにおける標準財政規模※1 に対する、歳入総額から歳出総額を差し引いた額の割合です。
つまり、黒字か赤字かを判断する指標です。本町は、赤字でない（黒字）ため、「－」で表しています。

連結実質赤字比率 　町の全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する割合です。本町は、赤字でない（黒字）た
め「－」で表しています。

実質公債費比率 　１年間の収入に対する借金の返済額の割合を示す比率で、資金繰りが厳しい自治体ほど当該比率が高
くなります。一部事務組合、広域連合まで含めて算定します。

将来負担比率 　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債※2 の標準財政規模に対する比率で、比率が高くなるほど、
それらの負債が将来、財政を圧迫する可能性が高くなります。

早期健全化基準 　指標が、一つでもこの基準を超えた場合、「財政健全化計画」を策定し、自主的な改善努力による財
政健全化を行っていかなければなりません。（イエローカード）

財政再生基準 　指標が、一つでもこの基準を超えた場合、「財政再生計画」を策定し、国等の関与による確実な再生
を行っていかなければなりません。（レッドカード）

資金不足比率 　公営企業の資金不足額※3 に対する事業の規模の割合を示したもので、経営状況の健全度を表してい
ます。本町は、資金不足がないため「－」と表示しています。

※１　地方公共団体の標準的な年間収入
※２　一般会計等が償還する地方債や、退職手当支給予定額等の合計
※３　収入－支出などで求められ、一般会計等の実質赤字に相当するもの	

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により地方公共団体は、健全化判断比率および資金不足比率を算定
し、監査委員の審査に付した上で議会へ報告し、住民に公表することが義務付けられています。
　それぞれの指標が、早期健全化基準、財政再生基準を上回ると、財政健全化計画、財政再生計画を策定しなければ
なりません。
　本町における令和元年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率は、次のとおり、いずれも早期健全化基
準などを下回り、財政状況は前年度に引き続き健全であるという結果となっています。

令和元年度決算に基づく
健全化判断比率および資金不足比率

令和元年度決算に基づく
健全化判断比率および資金不足比率

�1��健全化判断比率	 （単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
聖籠町の比率 ― ―  9.1  32.3

早期健全化基準 15.00 20.00 25.0 350.0
財政再生基準 20.00 30.00 35.0 －

�2��資金不足比率	 （単位：％）

特　別　会　計　の　名　称 資 金 不 足 比 率
下 水 道 事 業 会 計 －
水　道　事　業　会　計 －

聖
籠
町

一般会計　※ 普
通
会
計特別会計

　県営開拓パイロット事業聖籠町特別会計
　国民健康保険特別会計
　介護保険特別会計
　後期高齢者医療特別会計
　その他の会計

公
営
事
業
会
計

　うち公営企業会計
　　下水道事業会計
　　水道事業会計

一部事務組合・広域連合
新潟県市町村総合事務組合
新発田広域事務組合

新発田地域老人福祉保健事務組合
下越障害福祉事務組合
豊栄郷清掃施設処理組合

新潟県後期高齢者医療広域連合
新潟県東港地域水道用水供給企業団

地方公社・第三セクター等
下越土地開発公社
株式会社聖籠の杜
聖籠地場物産株式会社

※各組織名称は令和 2年 3月 31日現在　　※老人デイサービスセンターによる介護サービス事業を除く

�3��健全化判断比率などの対象範囲
実
質
赤
字
比
率

資
金
不
足
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

※公営企業会計
ごとに算定
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�4��健全化判断比率等の推移（平成 22年度～令和元年度決算）

　
９
月
議
会
定
例
会
に
お
い
て
、

令
和
元
年
度
の
町
の
決
算
が
認
定

さ
れ
ま
し
た
。

　
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
議
会
か

ら
次
の
よ
う
な
意
見
が
付
さ
れ
ま

し
た
。
議
会
か
ら
い
た
だ
い
た
意

見
を
踏
ま
え
、
検
討
・
検
証
を
行

い
、
適
切
な
執
行
と
見
直
し
を
進

め
て
ま
い
り
ま
す
。
町
民
各
位
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
令
和
元
年
度

　
決
算
審
査
特
別
委
員
会
に

　
お
け
る
各
会
計
決
算

　
　
　
　
　
　
に
係
る
意
見

令
和
元
年
度

　
　
　
聖
籠
町
一
般
会
計

歳
入
に
つ
い
て

・
ふ
る
さ
と
納
税
は
、
１
億
円
必

達
が
町
長
の
公
約
で
あ
る
。
町

独
自
の
返
礼
品
、
体
験
型
返
礼

品
等
を
創
出
し
、
歳
入
の
増
加

に
努
め
ら
れ
た
い
。

・
自
殺
対
策
強
化
事
業
補
助
金
は

全
額
補
助
の
事
業
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
事
業
内
容
を
よ
く
精
査

し
、
啓
蒙
活
動
を
行
う
な
ど
、

効
果
の
あ
る
対
策
と
な
る
よ
う

努
め
ら
れ
た
い
。

・
こ
ど
も
園
諸
経
費
の
現
金
納
入

が
多
く
、
そ
れ
に
よ
り
、
職
員

の
事
務
作
業
も
煩
雑
と
な
っ
て

い
る
。
納
入
方
法
を
検
討
さ
れ

た
い
。

・
学
校
給
食
費
の
収
入
未
済
額
が

減
少
し
て
お
り
、
担
当
課
が
収

納
に
研
鑽
し
た
結
果
で
あ
る
。

今
後
も
育
英
資
金
や
学
校
給
食

費
の
収
入
未
済
額
解
消
に
向

け
、
さ
ら
な
る
努
力
を
望
む
。

・
医
師
住
宅
と
周
辺
の
土
地
を
有

効
活
用
す
る
指
針
が
見
え
な

い
。
売
却
を
含
め
具
体
的
な
方

策
を
示
さ
れ
た
い
。

	

〈
次
ペ
ー
ジ
へ
続
く
〉

令
和
元
年
度
決
算
審
査
特
別
委
員
会

に
お
け
る
各
会
計
決
算
に
係
る
意
見

お問い合わせ　役場総合政策課　財政係（内線２６４）

将
来
負
担
比
率

実
質
公
債
費
比
率
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──将来負担比率（％）──類似団体の将来負担比率　──実質公債費比率（％）──類似団体の実質公債費比率

※上記の数値は、3ヵ年平均

国の管理下に置いて財政健全化を進めなければならない（35％以上）
財政再生基準

早期健全化基準

起債する場合、県知事の事前許可が必要になる（18％以上）

自主的に財政健全化を進めなければならない（25％以上）

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

6.8

8.8

0 0 0

5.9 5.2
3.8

13.6

4.0

20.0

4.7
42.6

6.2

40.7

7.3

44.2

8.5

32.3

9.1

18



広報聖籠 R2.11　6日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

歳
出
に
つ
い
て

・
本
町
の
ふ
る
さ
と
納
税
は
、
他

市
町
村
と
比
較
し
発
送
業
務
に

対
す
る
経
費
が
高
い
こ
と
か

ら
、
発
送
業
務
の
効
率
化
等
問

題
点
を
洗
い
出
し
、
経
費
の
縮

減
に
努
め
ら
れ
た
い
。

・
役
場
１
階
を
待
合
ス
ペ
ー
ス
に

改
修
し
た
が
、
利
便
性
に
欠
け

る
。
町
民
の
声
を
聴
き
、
さ
ら

に
利
用
し
や
す
い
空
間
と
な
る

よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。

・
ざ
ぶ
～
ん
館
の
利
用
者
増
加
に

向
け
、
営
業
時
間
等
の
見
直
し

を
行
う
な
ど
、（
株
）
聖
籠
の

杜
と
協
議
を
重
ね
ら
れ
た
い
。

・
海
の
に
ぎ
わ
い
館
の
通
年
の
業

務
実
態
が
見
え
て
こ
な
い
。
町

民
へ
の
Ｐ
Ｒ
、
利
用
促
進
を
図

り
、
委
託
料
に
見
合
っ
た
施
設

運
営
と
な
る
よ
う
検
討
さ
れ
た

い
。

・
東
山
団
地
は
室
内
改
修
に
よ
り

居
住
し
や
す
い
空
間
と
な
っ

た
。
今
後
も
入
居
条
件
を
含
め

た
改
善
を
図
り
、
空
き
部
屋
解

消
に
努
め
ら
れ
た
い
。

・
昨
年
度
は
除
雪
作
業
の
出
動
は

な
か
っ
た
が
、
業
者
と
協
議

し
、
今
後
も
持
続
可
能
な
除
雪

体
制
を
維
持
す
べ
く
、
検
討
さ

れ
た
い
。

・
防
災
行
政
無
線
の
デ
ジ
タ
ル
化

を
計
画
的
に
進
め
る
と
同
時

に
、
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル

へ
の
移
行
期
間
中
の
災
害
時
に

も
迅
速
な
情
報
伝
達
が
継
続
で

き
る
よ
う
万
全
な
体
制
に
努
め

ら
れ
た
い
。

・
非
常
時
に
備
え
、
中
央
防
災
倉

庫
の
備
蓄
品
の
管
理
徹
底
を
継

続
し
て
行
い
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
予
防
の
た
め
の

充
実
し
た
備
蓄
品
も
検
討
さ
れ

た
い
。

・
ス
ポ
ア
イ
ラ
ン
ド
の
芝
生
、
樹

木
管
理
に
毎
年
多
額
の
経
費
を

要
し
て
い
る
。
管
理
水
準
を

見
直
し
、
経
費
削
減
に
向
け
た

方
策
を
早
急
に
検
討
さ
れ
た

い
。

・
毎
年
多
く
の
公
共
施
設
で
多
額

の
修
繕
費
、
保
守
点
検
費
が

計
上
さ
れ
支
出
さ
れ
て
い
る
。

公
共
施
設
の
存
続
を
含
め
、
有

効
利
用
を
図
る
べ
き
時
期
に
き

て
い
る
。
公
共
施
設
の
利
用
の

あ
り
方
と
、
今
後
の
維
持
管
理

の
方
向
性
を
明
確
に
し
、
将
来

に
大
き
な
負
の
遺
産
を
残
す
こ

と
の
な
い
よ
う
第
５
次
総
合
計

画
の
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
た

い
。

令
和
元
年
度
聖
籠
町

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

事
業
勘
定

・
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
一
般
被

保
険
者
医
療
給
付
費
削
減
の
た

め
に
も
、
各
集
落
に
お
い
て
健

康
体
操
な
ど
の
充
実
に
努
め
ら

れ
た
い
。

・
人
間
ド
ッ
ク
や
特
定
健
康
診
査

に
も
力
を
入
れ
て
予
防
対
策
を

講
じ
ら
れ
た
い
。

施
設
勘
定

・
新
し
く
就
任
さ
れ
た
医
師
の
運

営
方
針
が
生
か
さ
れ
、「
か
か

り
つ
け
医
」
と
し
て
診
療
所
が

身
近
に
な
っ
て
き
た
と
実
感
で

き
る
。
さ
ら
に
地
域
医
療
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
を
図
り
、
身
近
な

診
療
所
と
し
て
運
営
さ
れ
る
こ

と
を
望
む
。

令
和
元
年
度
聖
籠
町

介
護
保
険
特
別
会
計

・
介
護
予
防
・
介
護
度
の
重
度
化

防
止
に
向
け
た
取
り
組
み
を
さ

ら
に
充
実
さ
せ
、
保
険
料
増
加

の
抑
止
に
努
め
ら
れ
た
い
。

・
認
知
機
能
が
低
下
し
た
高
齢
者

や
障
が
い
者
な
ど
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
よ
う
、
成
年
後
見
人

制
度
を
う
ま
く
活
用
で
き
る
相

談
体
制
の
充
実
を
検
討
さ
れ
た

い
。

令
和
元
年
度
聖
籠
町

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

・
人
間
ド
ッ
ク
助
成
金
の
周
知
を

徹
底
し
、
予
防
対
策
を
図
ら
れ

た
い
。

令
和
元
年
度
新
潟
県
営
開
拓

パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
聖
籠
町
特

別
会
計
（
意
見
な
し
）

令
和
元
年
度
聖
籠
町

下
水
道
事
業
会
計

・
未
接
続
世
帯
を
引
き
続
き
訪
問

し
、
今
後
も
接
続
率
の
向
上
に

つ
な
げ
ら
れ
た
い
。

令
和
元
年
度
聖
籠
町

水
道
事
業
会
計

・
上
水
道
全
世
帯
加
入
に
向
け
、

粘
り
強
く
努
力
さ
れ
た
い
。



7　R2.11 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）
区　分 職員数【Ａ】 給与費 １人当たり給与費

Ｂ／Ａ給料 職員手当 期末勤勉手当 計　【Ｂ】
元年度 158	人 542,417 千円 59,239 千円 207,393 千円 841,949 千円 5,329 千円

（注）		1　職員手当には退職手当を含まない。
2　職員数は、特別職、派遣職員（派遣先で給与が支給されている職員）を除く。

（1）人件費の状況（普通会計決算）
区　分 住民基本台帳人口

（R2.1.1 現在） 歳出額【Ａ】 実質収支 人件費【Ｂ】 人件費率
Ｂ／Ａ

（参考）
前年度人件費率

元年度 14,336	人 6,663,929 千円 657,922 千円 1,229,174 千円 18.4％ 17.7％

平成 31 年 4 月 2 日から令和 2 年 4 月 1 日までにおける運用 聖　籠　町 国
管理職員 一般職員 管理職員 一般職員

㋑　人事評価を実施した ◯ ◯ ◯ ◯
標準に加え、上位及び下位の区分も適用 ◯ ◯ ◯ ◯
標準に加え、上位の区分も適用
標準に加え、下位の区分も適用
標準の区分のみ適用
ロ　人事評価を実施していない

（3）職員数に関する状況（令和 2年 4月 1日現在）
①部門別職員数の状況

区　　分 職 員 数 増減数 主な増減理由部　　門 H31 R2

一般行政部門

議 会 3 3 0
総務企画 32 31 △ 1 組織改編等の異動に伴う減
税 務 9 9 0
民 生 16 19 3 組織改編等の異動に伴う増
衛 生 13 11 △ 2 組織改編等の異動に伴う減
農林水産 8 8 0
商 工 3 3 0
土 木 12 11 △ 1 退職に伴う減
小　 計 96 95 △ 1

特別行政部門 教 育 62 61 △ 1 組織改編等の異動に伴う減
小　 計 62 61 △ 1

普通会計合計 158 156 △ 2
公営企業等
会 計 部 門

上下水道 6 6 0
そ の 他 11 11 0
小 計 17 17 0

合　　　計 175 173 △ 2
（注）職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分

を保有する休職者・派遣職員などを含み、臨時・非常勤職
員（Ｒ２年度については会計年度任用職員）を除いていま
す。

（1）退職者の状況（令和元年度）
退職者数内訳 定年退職 勧奨退職 その他退職 計
一 般 行 政 1 2 1 4
専 門 職 - - - -
教 育 職 1 - - 1
技能労務職 - - - -

計 2 2 1 5

人事行政の運営状況
　聖籠町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 17 年聖籠町条例第 15 号）の規定により、
人事行政の運営状況等について公表します。

3. 職員の給与の状況  

2. 職員の人事評価の状況  

（2）採用者の状況（令和 2年 4月 1日）
採用者数内訳

一 般 行 政 1
専 門 職 -
教 育 職 -
技能労務職 -

計 1

②年齢別職員構成の状況� 【単位：人】

区分
20
歳
未
満

20
〜
23
歳

24
〜
27
歳

28
〜
31
歳

32
〜
35
歳

36
〜
39
歳

40
〜
43
歳

44
〜
47
歳

48
〜
51
歳

52
〜
55
歳

56
〜
59
歳

60
歳
以
上

計

職
員
数

R2.4.1 0 2 11 25 27 12 14 25 18 13 14 12 173

H31.4.1 0 5 14 27 19 13 17 25 17 16 13 9 175

1. 職員の任免および職員数に関する状況  

60
歳
以
上

56
〜
59

52
〜
55

48
〜
51

44
〜
47

40
〜
43

36
〜
39

32
〜
35

28
〜
31

24
〜
27

20
〜
23

20
歳
未
満

R2.4.1

H31.4.1

18.0

16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

年 齢 別 職 員 構 成 比

【年齢】

【％】



広報聖籠 R2.11　8日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

107
105
103
101
99
97
95
93

95.9 95.8 96.7

H27H22H21 H23 H24 H25 H26

94.5

103.6
104.5

96.1

H28

95.3

H29

95.9

H30

96.7

H31

96.4

		④	その他の主な手当
手　当　名 内容及び支給単価 支給実績

（元年度決算）
支給職員 1 人当たり平均
支給年額（元年度決算）

扶 養 手 当 扶養親族ある職員に対して扶養区分に応じた額を支給 16,024 千円 228,914 円
住 居 手 当 借家等の場合は家賃に応じた額を支給（27,000 円を限度） 5,810 千円 252,619 円
通 勤 手 当 2km以上の距離を自動車等で通勤する職員に対し通勤距離に

応じた額を支給 8,864 千円 64,697 円

管 理 職 手 当 課長、室長、事務局長に月額 33,200 円、参事、園長に
24,900 円支給 8,531 千円 448,989 円

		③	特殊勤務手当
支給実績（令和元年度決算） 38 千円
支給職員 1 人当たり平均支給年額

（令和元年度決算） 3,414 円
職員全体に占める手当支給職員の割合

（令和元年度） 6.4％
手当の種類（手当数） 7 種類

主な手当の名称
税徴収手当、防疫等作業
手当、除雪作業手当、用
地交渉手当

		②	時間外勤務手当・休日勤務手当

支給実績（令和元年度決算） 37,303 千円

職員 1 人当たり平均支給年額
（令和元年度決算） 245 千円

支給実績（平成30年度決算） 30,357 千円

職員 1 人当たり平均支給年額
（平成30年度決算） 193 千円

（6）職員手当の状況
		①	期末・勤勉手当、退職手当の状況（令和元年度）

区　分 聖　　　籠　　　町 国

期末・勤勉手当
（支給割合）

期末手当 勤勉手当
・ 6 月期 1.3 月分 0.925 月分
・12月期 1.3 月分 0.925 月分 同じ	　　　計 2.60 月分 1.85 月分
・1人当たり平均支給額（令和元年度）　　　　　　　　1,434 千円
　職階上の段階、職務の級などによる加算措置有り（5～ 15％）

退職手当

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年
・勤続 20年 19.6695 月分 24.586875 月分 19.6695 月分 24.586875月分
・勤続 25年 28.0395 月分 33.27075 月分 28.0395 月分 33.27075 月分
・勤続 35年 39.7575 月分 47.709 月分 39.7575 月分 47.709 月分
・最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 47.709 月分 47.709 月分
・加算措置 定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

（割増率 2～ 20％） （割増率 2～ 45％）
・1人当たり支給額（令和元年度） 16,447 千円

　　※退職手当支給率は令和 2年 3月 31日に退職した場合のものです。

（5）一般行政職の級別職員数の状況（令和 2年 4月 1日現在）
区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１級 主事 12 	 7 .4% ４級 係長、主幹 25 15 .3%
２級 主事 44 27 .0% ５級 課長補佐、副参事 22 13 .5%
３級 主任 39 23 .9% ６級 課長 21 12 .9%

（注）１　給与条例に基づく給料表の級区分による職員数。
　　	２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務。

（4）職員の平均給与月額、初任給等の状況
①	職員の平均年齢、平均給料月額および
　	平均給与月額の状況（令和 2年 4月 1日現在）

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職 43.7 歳 308,700 円 361,000 円
技能労務職 45.8 歳 284,200 円 301,300 円

（注）		1「平均給料月額」とは、各職種ごとの職員の基本給の平均。
							2「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したもの。

②	職員の初任給の状況（令和 2年 4月 1日現在）
区　　分 聖 籠 町 新 潟 県 国

一般行政職 大学卒 182,200 円 188,700 円 182,200 円
高校卒 150,600 円 154,900 円 150,600 円

技能労務職 高校卒 147,900 円 152,700 円 －

（3）ラスパイレス指数の状況（各年 4月 1日現在）
　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を示す数値です。

※平成24・25年値は、国家公務員の時限的な給与特例法により減額された給与水準を 100とした場合の数値であり、給与特例法がないと
した場合の数値は、【参考値：95.7（H24）、96.5（H25）】です。



9　R2.11 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

5. 職員の休業に関する状況  

（2）年次有給休暇の状況（令和元年一般職員実績）
　年次有給休暇は、１の年（暦年）ごとに20日付与され（中途
採用者を除く。）、20日を超えない範囲内の残日数は、40日を限
度として翌年に繰り越すことができます。

総取得日数 全対象職員 平均取得日数
965.9 日 82 11.8 日

※令和元年中の採用者、退職者、派遣職員、育児休業者、休職者を除く。

（1）育児休業の状況（令和元年度実績）
性別 育児休業者数 部分休業者数
男 － －
女 3 1

※令和元年度に新たに育児休業を取得した職員。

（1）勤務時間の状況（令和 2年 4月 1日現在）
1 週間の正規の

勤務時間
1 日の正規の

勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間

38 時間 45分 7時間 45分 8：30 17：15 12：00～13：00

（7）特別職の報酬等の状況（令和 2年 4月 1日現在）
区　　分 給料等月額 期末手当

給　　　料
町 長 651,200 円
副 町 長 587,700 円 6月期 1.675 月分
教 育 長 544,350 円 12月期 1.675 月分

報　　　酬
議 長 311,000 円 計 3.35 月分
副 議 長 254,000 円
議 員 230,000 円

　服務規律遵守のための取組み
　・選挙における服務規律確保の通知

　令和元年度末退職者の再就職状況（R2.4.1 現在）は以下のとおりです。

7. 職員の服務状況（令和元年度）  

8. 職員の退職管理の状況（令和元年度）  

（1）分限処分の状況
　分限処分とは、法律又は条例に定められた事由に該当した場合に、
職員の意に反してその身分に不利益な変動をもたらす処分のことを
いい、地方公務員法第 28 条に規定されています。分限処分には、
降任・免職・休職・降給の４種類があります。

処 分 事 由 降任 免職 休職 降給
勤務実績が良くない場合 － － － －
心身の故障の場合 － － 4 －
職に必要な適格性を欠く場合 － － － －
職制、定数の改廃、予算の減少
により廃職、過員を生じた場合 － － － －

刑事事件に関し起訴された場合 － － － －

（2）懲戒処分の状況
　懲戒処分とは、任命権者が職員の一定の義務違反に対して、その
責任を追及して行う行政上の不利益処分のことをいい、地方公務員
法第 29条に規定されています。
　懲戒処分には、戒告・減給・停職・免職の４種類があります。

処 分 事 由 戒告 減給 停職 免職
法令に違反した場合 － － － －
職務上の義務に違反し又は職
務を怠った場合 6 2 － －

全体の奉仕者たるにふさわし
くない非行のあった場合 － － － －

6. 職員の分限および懲戒処分の状況（令和元年度）	 

4. 職員の勤務時間その他の勤務条件  

実施主体 研　　修　　名 受講者数

新潟県自治
研修所

階層別研修（主任、係長、課長補佐、課長級） 25

専門研修（法制執務、行政法、コーチング等） 8

新潟県市町村
総合事務組合

階層別研修（新採用、一般研修） 11

専門研修（情報公開・個人情報保護、住民協働等） 10

新発田地域広
域事務組合 広域事務組合構成市町職員研修 1

新発田市
ＯＪＴ向上研修 3

新採用職員後期研修 1

聖籠町 人事評価研修（評価者・被評価者） 19

9. 職員の研修の状況（令和元年度）  

10. 職員の福祉および利益の保護の状況（令和元年度）
区　分 事業名 事業概要

厚生制度

定期健康診断 定期健康診断、事後指導、ストレス
チェック

人間ドック １日人間ドック
健康増進教育 健康相談
健康づくり事業 体幹運動
元気回復事業 町村職員親善スポーツ大会

共済制度
（県市町村職員
共済組合事業）

短期給付 保健給付（医療保険）、休業給付等
長期給付 退職共済年金、障害共済年金等
福祉事業 貸付事業、保健事業等

区 分 人数
民間企業等に再就職 0
聖籠町に再就職 2

再任用職員 2
臨時非常勤職員等 0

聖籠町以外の公務員 0
合　　計 2
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④　家庭の安定が子どもの安定につながります

③　聖籠町でも起きています ①　児童虐待には４つの種類があります

②　子どもが見ている前で
　　激しい夫婦げんかをしていませんか？

～11月は児童虐待防止推進月間です～ひとりで悩まないで！
■ネグレクト（保護の怠慢・拒否）
・病気になっても病院に連れて行かない
・乳幼児を家に残して外出する
・ひどく不潔にする
・食事を与えない
・車の中に放置する　など

■心理的虐待
・無視する
・言葉で脅す
・きょうだい間で差別する
・面前ＤＶ、家族の悪口を吹き込む　など

■身体的虐待
・殴る、蹴る、叩く、投げ落とす
・激しく揺さぶる
・やけどを負わせる
・溺れさせる
・戸外に長時間締め出す　など

■性的虐待
・性交渉、性的行為を強要する
・子どもに性器や性行為を見せる
・子どもの性器を触る
・子どもに性器を触らせる
・ポルノグラフィーの被写体にする　など

子どもの見ている前で、夫婦間・パートナー間で暴力を振るうことなどを面前ＤＶと言います。
夫から妻、妻から夫、同性のパートナーの間で行われるものすべてを含みます。

■身体的ＤＶ
・殴る、蹴る
・髪を引っ張る、首を絞める
・物を投げつける　など

■精神的ＤＶ
・パートナーを大声でどなる
・パートナーに命令するような口調でものを言う
・パートナーをバカにするようなことを言う

面前ＤＶを見ていた子どものこころやからだには悪影響があります！

■例えば……
・常に緊張を強いられ、安全感や安心感が育たない　　　・自分がDVの原因だと思う
・楽しいときがいつ崩れるか不安で楽しめない　　　　　・からだやこころの不調を訴える
・暴力で問題解決しようとする　など

パパとママがケンカ
するのは僕（私）
のせいなのかも……

学校へ行ってる間に
パパ（ママ）がいなく
なったらどうしよう

ムカついたら
殴ればいいんだ！
パパ（ママ）も
そうしてる！

完璧を目指さない
・理想の母親像、父親像を描くことは悪いこ
とではありません。
・しかしそれがプレッシャーとならないよう、
たまには手を抜くことも大切です。

まわりの人に上手に頼りましょう
・心配事や困っていることがあれば、家族や
周囲の人（ママ友、パパ友、園や学校の先
生など）の力を借りましょう。
・身近に相談相手がいなければ、下記相談窓
口をご活用ください。

自分の時間を持ちましょう
・家族に子どもを預けたり、一時預かりなど
を利用してリフレッシュしましょう。

ひとりで悩まず相談を！
聖籠町子ども家庭相談センター　　☎ 27-7082
聖籠町保健福祉課　　　　　　　　☎ 27-6511
新潟県新発田児童相談所　　　　　☎ 26-9131
児童相談所全国共通ダイヤル　　　☎ 189

　聖籠町でも、面前DVの相談があります。令和元年度は、心理的虐待の中でも面前DVの相談が半数を
超えています。

折れ線グラフ：新発田児童相談所管内数値
棒グラフ・円グラフ：聖籠町数値　出典：福祉行政報告例

児童虐待相談件数の推移（単位：件） 令和元年度  町児童虐待相談
種類別内訳（単位：件）

平成
27
年度

平成
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年度

平成
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度
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心理的虐待のうち
11件が面前DV！
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からだの健康はお口の健康から！
　新潟県では、歯と口腔の健康づくりの習慣化を図り、これを将来の世代に伝えていくため『にいがた健

けん

口
こう

文化推進月間』を設けています。「健
けん

口
こう

」は「健やかな口
くち

」を意味する造語で、健口文化とは、お口の健康
のための心がけや行動が習慣として家庭や地域に根付き、当たり前に親から子、子から孫へ伝わる文化で
す。『健口文化』が家庭や地域で根付くようにみんなで声をかけあって取り組んでいきましょう。

『健やかなお口
くち

』を保つために家庭でできること
①　適切なブラッシング
歯ブラシの毛先を上手に使って奥歯まで丁寧に磨きましょう。
また、定期的に舌の清掃も行いましょう。
歯垢が溜まりやすい歯の溝や歯と歯のすき間、
歯と歯茎の境い目は歯間ブラシやフロスを使いましょう。
お子さんへの声掛けも忘れずに！！

②　入れ歯の手入れも忘れずに！
入れ歯は食事のたびに必ずお口から外して磨きましょう。
また、週に 1回は洗浄剤を使用し、見えない細菌を消毒しましょう。

③　かかりつけ歯科医院に定期的に受診しましょう！
歯が痛くなくても、かかりつけ歯科医院で定期的に歯石や磨き残しを取っ
てもらいましょう。飲み込む機能など口腔機能の衰えも予防できます。

町では下記の方を対象に歯科健診を実施中です！
成人歯科健診 後期高齢者歯科健診

対 象 者
令和 3 年 3 月末の時点で

40 歳・45歳・50歳・55歳・60歳・
65歳・70歳の年齢に達する方

令和 3 年 3 月末の時点で、
76 歳 と 80 歳の年齢に達する方

（要介護等一部の方は対象外になります）
日　　程 令和 2 年 7 月 1 日～ 12 月末日まで
健診料金 無料
健診内容 歯科健診　歯みがき指導 歯科健診　口腔機能検査　歯みがき指導

実施方法
町内指定歯科医院での健診

※ 対象者には受診券を発送済みです。
問診票は各指定歯科医院にあります。

町内指定歯科医院での健診
※ 対象者には受診券、問診票を発送済み

です。忘れずにお持ちください。
そ の 他 受診の際には必ず、個人で指定歯科医院に予約をお願いします。

今回対象ではない方も歯周病予防や口腔の健康のために年に1度は歯科健診を受けましょう！

お問い合わせ　保健福祉課（町保健福祉センター内）地域保健係　保健師　☎２７‐６５１１

11 月は「にいがた健口文化推進月間」です11 月は「にいがた健口文化推進月間」です

歯周病の約８割が歯と歯
のすき間から発生します
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高額な健康食品を売りつけられた

子どもがライブ配信アプリで“投げ銭”！？

ストップ！

　ザ・悪徳商法

消 費 生 活消 費 生 活

役場町民課
消費生活センター

☎２７−１９５８（直通）
※来所の際は事前にお電
　話頂けると確実です

11月

9月相談受付状況
件数 主な相談内容
9件 不審なメール・スマート

フォン・ワンクリック請
求・眼鏡・養老保険・電
力・防犯機能付き電話機

121

　「粗品がもらえる」「販売員の
話が楽しい」などの雰囲気にひ
かれて店舗に通い、高額な商品
を契約させられてしまったとい
う相談が寄せられています。
　クーリング・オフ（無条件解
約）が可能な場合もありますが、
まずは安易にそのような場に行
かないことが大切です。

　ライブ配信アプリとは、ライブ形式の動画を配信したり、視聴することができるサービスを提供
しているアプリです。タレントやアイドルのたまごから、一般人が配信者（ライバー）になれるア
プリもあります。多くは無料で視聴できますが、ライバーを応援するためのいわゆる“投げ銭”と
いう課金機能もあり、熱中のあまり高額課金をしてしまうケースも出ています。

【事例】
　娘の先月分のスマホ料金が９万円と高額だったので電話会社に問
い合せたら、ライブ配信アプリでの課金だった。
　娘に聞くと、好きなアイドルがやっているライブ配信で、応援し
たい気持ちと、自分の存在に気付いて欲しくて夢中になり“投げ
銭”と呼ばれる課金を繰り返したようだ。
	 （当事者　中学生女子）

不定期連載　子どもとスマホ、インターネットに関する相談事例　第三回

安売りにつられて通ったら・・・

●		スマホ上で使うお金は目に見えないバーチャルなものだけ
に、現金以上に管理能力が求められます。それはこれから
の社会に必要な力です。子ども任せ、親任せにせず、その
力を養いあえる関係になりたいですね。

●	スマホの利用料金と合わせて請求されるキャリア決済は限
度額の設定ができます。保護者のクレジットカードや暗証
番号をしっかり管理しておくなど、もしもの時に高額決済
できない仕組みを作ることも大切です。

　町内でも、10月に「無料で商品がもらえる」「みんな来ているか
らおいで」などと高齢者を誘う移動販売が行われたという情報が入
りました。
　高額な商品を購入してしまい困っている方は、消費生活センター
にご相談ください。

「見守り新鮮情報」より

「子どもサポート情報」より



広報聖籠 R2.11　14日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

【母の会活動】

プラント４聖籠店で呼びかけ

　9月 7日（月）、山倉小学校において、1･2･3 年生の交通安全教室を実施しました。
例年、春には親子教室、秋には全学年の児童を対象に行っていましたが、今年は実技
を実施しないなど新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた指導内容で行いました。
　新潟県警交通企画課提供の啓発用DVDを見てもらいながら、1･2 年生には『横断歩
道の正しい渡り方』や	『道路に飛び出さない』『道路で遊ばない』ことを呼びかけました。
　また、3年生には自転車を安全に乗るために、『左側通行を守って』『友達と並んで
走らないで』と呼びかけ、また、ヘルメット着用の重要性や、人とぶつかった時は必
ず警察や学校に知らせることを指導しました。

おはよう！　気をつけて
行ってらっしゃい！

町内４０ヶ所一斉街頭指導実施

山倉小学校１･２･３年生の交通安全教室

　9 月 27 日（日）、プラント 4 聖籠店に
おいて、新発田警察署・新潟北警察署、町
交通安全母の会の合同による交通事故防止
の呼びかけを行いました。
　買い物帰りのお客様にシートベルト・
チャイルドシート着用の呼びかけや夜光反
射材を活用していただくようハンドルライ
トを手渡しました。

　9月 30日（水）、副町長・新発田警察署長・町議会議
員・新発田地区交通安全協会・新発田地区交通安全協会
聖籠支部・町交通安全母の会・町交通安全指導員の総勢
120 名参加による町内 40ヶ所一斉街頭指導を実施しま
した。
　これからも、町の宝である子どもたちの見守りをよろ
しくお願いします。

● ハンドルライト

●ハ 反射材
●ン ん〜っと光って
●ド どこにつけてもキラキラ☆
●ル ルールを守って、
　  今日も一日交通安全

※交通安全指導員よりお願い！

　街頭指導を行う際は、車が止まったことを確認して

から旗を出して子どもたちを渡らせてあげてください。

　危険ですから急に横断旗を出さないでください。

聖籠中学校前信号交差点

町の交通事故発生状況
区分

年

8 月
（うち高齢者数）

1月〜 8月累計
（うち高齢者数）

発生件数 死者数 傷者 発生件数 死者数 傷者

令和2年 3
（1） 0 4

（0）
23
（10）

2
（1）

26
（3）

令和元年 4
（1）

1
（1）

4
（0）

17
（5）

2
（2）

18
（2）

増　減 －1
（0）

－1
（－1）

0
（0）

6
（5）

0
（－1）

8
（1）

交通安全に関することは
役場生活環境課

☎27−2111（内線２８４）

交 通
安 全

vol.222

今日も一日交通安全自転車に乗る時
は必ずヘルメッ
トをかぶりまし
ょう！

○３つの約束！
　止まる　見る　見せる
　道路で遊ばないでね。

どうろであそばない

ハンドルライトです。歩く時は指に、
自転車に乗る時はハンドルにつけて、交通事故

にあわないように気をつけて下さい。
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的
に
、
調
査
、
基
本
的
な
あ

り
方
の
検
討
お
よ
び
評
価
を
実
施
し

ま
す
。

　
第
２
回
委
員
会
で
は
、
主
に
次
の

議
題
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

・
補
助
金
等
の
見
直
し
の
経
過
と
現

状
に
つ
い
て

・
補
助
金
等
の
見
直
し
の
必
要
性
に

つ
い
て

　
委
員
会
は
、
原
則
、
公
開
に
よ
り

行
わ
れ
ま
す
。
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
日

程
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

■
善
意
の
ご
寄
附
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

　

９
月
20
日
（
日
）、
学
校
法
人
国

際
総
合
学
園
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー

カ
レ
ッ
ジ
に
て
福
祉
器
具
贈
呈
式
が

行
わ
れ
、
学
校
長　
中
村　
勉
様
よ

り
歩
行
器
具
（
１
台
）
の
寄
附
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
社
会
福
祉
に
対
す

る
町
民
意
識
の
啓
発
に
向
け
、
有
効

に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

９
月
29
日
（
火
）、
遠
藤
ヤ
イ
様

（
網
代
浜
）
よ
り
大
人
用
お
む
つ
の

寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
福
祉
・

医
療
関
係
の
現
場
で
有
効
に
使
わ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

ふ
る
さ
と
整
備
課

■
弁
天
潟
に
白
鳥
を
迎
え
ま
す

　
弁
天
潟
で
は
、
地
元
の
蓮
野
研
究

会
の
皆
さ
ん
に
ビ
オ
ト
ー
プ
内
の
清

掃
作
業
を
お
願
い
し
、
白
鳥
を
迎
え

る
準
備
を
整
え
、
今
年
も
た
く
さ
ん

の
飛
来
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
今
季
も
飛
来
す
る
白
鳥

の
た
め
に
、
餌
付
け
用
の
「
し
い
な

米
」「
茶
が
ら
」
な
ど
を
集
め
て
い

ま
す
。
ご
一
報
い
た
だ
け
れ
ば
、
頂

き
に
あ
が
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

　

ま
た
、
白
鳥
の
飛
来
数
を
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
週
２
回
お
知
ら
せ

す
る
予
定
で
す
。

子
ど
も
教
育
課

９
月
25
日
（
金
）

■
第
９
回
聖
籠
町
教
育
委
員
会

定
例
会
開
催

・
聖
籠
町
立
小
学
校
通
学
バ
ス
運
行

に
関
す
る
要
綱
に
つ
い
て

　
以
上
１
項
目
に
つ
い
て
、
審
議
さ

れ
ま
し
た
。

農
業
委
員
会

９
月
25
日
（
金
）

■
農
業
委
員
会
第
24
期

�

第
19
回
総
会
開
催

・
農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
・
・
・
・
２
件

・
農
地
法
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
・
・
・
・
１
件

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る

（
所
有
権
移
転
）
申
出
審
査
に
つ

い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
件

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る

（
利
用
権
設
定
）
申
出
審
査
に
つ

い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
19
件

　

以
上
４
項
目
が
審
議
さ
れ
、
議

決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
総
会
の
議
事
録
は
農
業
委

員
会
事
務
局
お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。



広報聖籠 R2.11　16日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

INFORMATION
聖籠町役場　　☎27－2111
町 民 会 館　　☎27－2121
図　書　館　　☎27－6166
町保健福祉センター
　保健福祉課　☎27－6511
　長寿支援課　☎20－7433
上下水道課　　☎27－5141
（上水道管理棟）
診　療　所　　☎27－1234

お問い合わせ先

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N

《相談事業》
ところ　役場１階会議室
◆行政相談
　10日（火）午前10時～11時30分
　 役場総務課（内線２２２）
ところ　結いハート聖籠
◆心配ごと相談
　18日（水）午後1時～4時
◆無料弁護士相談
　26日（木）午後1時～4時
　 聖籠町社会福祉協議会
　　☎28‐7110

《保健福祉事業》
ところ　町保健福祉センター
◆乳幼児健康診査
○２歳親子歯科健診
　９日（月）午後１時10分～
○２歳６か月児歯科健診
　10日（火）午後１時10分～
○３歳児健診
　26日（木）午後１時～
○乳児健診
　27日（金）午後１時～
◆学級
○育児学級
　５日（木）午後１時15分～
　 保健福祉課
　　（町保健福祉センター内）
　　☎27‐6511
※急きょ、中止または延期する場合は、

その都度対象者へご連絡します。

11 月 の 行 事

町
長
の
動
向
（
主
な
も
の
を
抜
粋
）

11
月

2
日	

豊
栄
郷
清
掃
施
設
処
理
組
合
議

会

3
日	

文
化
の
日
記
念
式
典

9
日	

町
村
会
役
員
会

	

新
潟
県
町
村
自
治
に
関
す
る
研

修
会

13
日	

聖
籠
町
長
寿
文
化
研
修
会

16
日	

敬
和
学
園
大
学
地
域
学
講
義

17
日	

新
発
田
地
域
広
域
事
務
組
合
議

会

	

下
越
福
祉
行
政
組
合
議
会

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
に
伴
い
、
中
止
ま
た

は
延
期
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　町から結婚 50年を迎えられたご夫婦にお祝い品を贈呈します。
町内に住所を有し、昭和 45 年４月１日から昭和 46 年３月 31 日までの
間に婚姻届を提出したご夫婦
【お祝い品】ざぶ～ん館ご利用優待券
【申込期限】11月 27日（金）※12月中旬頃に郵送します。
【申込方法】・保健福祉センター窓口にて、申込書に住所、氏名、年齢およ

び婚姻年月日をご記入ださい。
・老人クラブ加入者は別途取りまとめが行われていますので、
お申し込み不要です。

・ 長寿支援課（町保健福祉センター内）　高齢福祉係
　　　☎２０－７４３３

　７月に「愛の協力運動」として、町民の皆さまに一世帯当たり 150 円を
目安に保護観察協会協力金納入のご協力をお願いした結果、55万 1105 円
をお寄せいただきました。ご理解ご協力ありがとうございました。
　現在、聖籠町、新発田市、阿賀野市、胎内市の保護司で新発田阿賀北地区
保護司会が組織されていますが、頂戴しました協力金は保護司が行う犯罪予
防活動や、罪を犯した人たちの立ち直りを援助する更生保護活動に活用され
ます。
　保護司は、犯罪のない明るい社会を目指し、日々地道に活動しています。
この活動に、町民の皆さまから変わらぬお力添えをいただきますよう、今後
ともよろしくお願いします。
役場町民課　町民サービス係（内線１１２）

　☎２０－７４３３

結婚50年「金婚ご夫婦」をお祝いします

「愛の協力運動」に 55 万 1105 円
ご理解ご協力ありがとうございました

聖
籠
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所

休
診
の
お
知
ら
せ

11
月
13
日（
金
）

午
後

「
地
域
外
来・検
査
セ
ン
タ
ー
」

へ
出
務
の
た
め
休
診
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
診　
療　
所　
長



17　R2.11 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

（注1）町役場へ届出を提出された方で届出の際にご承諾
の押印をいただいた方のみ掲載しております。

（注2）略した文字で掲載しております。戸籍の氏名と異
なることがあります。ご了承ください。

げんきなよい子
出 生

ごめいふくをお祈りします
死 亡

 赤ちゃん 保護者 行政区
真
ま や

弥	ちゃん	 （斉藤　裕真）	 亀　塚
祐
ゆう

希
き

	ちゃん	 （梅津　知久）	 網代浜
直
なお

樹
き

	ちゃん	 （梅津　知久）	 網代浜
　葵
あおい

	ちゃん	 （田宮　玄紀）	 蓮　潟
　湊
みなと

	ちゃん	 （矢吹　　光）	 亀　塚
　紬
つむぎ

	ちゃん	 （渡辺　　聖）	 山　倉
七
なな

海
み

	ちゃん	 （高橋　卓穣）	 次第浜
大
やまと

和	ちゃん	 （遠藤　大輔）	 藤　寄
心
し

水
すい

	ちゃん	 （渡辺　勝己）	 旭ケ丘
碧
あお

海
か

	ちゃん	 （飯野　　敬）	 汐美台
すみれ	ちゃん	（遠藤　寛也）	 別　條
秀
しゅうえい

英	ちゃん	 （田中　秀和）	 甚兵衛橋
元
げん

気
き

	ちゃん	 （坂上　大翼）	 二本松

 氏　名 年齢 行政区
冨　樫　正

まさ

　雄
お

	さん	（77 歳）	桃　山
渡　辺　稔

とし

　子
こ

	さん	（87 歳）	山　倉
栗　原　　　武

たけし

	さん	（90 歳）	苔　沼
高　橋　敏

とし

　子
こ

	さん	（94 歳）	別　條
新　保　　　正

ただし

	さん	（82 歳）	山三賀
伊　藤　秀

しゅう

　平
へい

	さん	（82 歳）	二本松
大　谷　イ　ク	さん	（93 歳）	二本松
新　保　良

りょう

　平
へい

	さん	（92 歳）	杉谷内
松　田　初

はつ

　美
み

	さん	（62 歳）	亀　塚
本　間　寅

とら

　勝
かつ

	さん	（83 歳）	網代浜
大　野　春

はる

　吉
きち

	さん	（84 歳）	次第浜
高　山　タマ子

こ

	さん	（83 歳）	次第浜
渡　辺　咲

さき

　子
こ

	さん	（96 歳）	正　庵
本　間　ヨシノ	さん	（100 歳）	藤　寄

9 月の届出

入 札 結 果 	 　　入札日　8月31日～9月7日

件　　名 場　所 契約額
（円） 業者名 納入完了日又は工事

（委託）期間最終日
入札
（契約）
方法

1 庁舎１階発電機入替工事 聖籠町大字	諏訪山	地
内（聖籠町役場） 5,775,000 ㈱坂井電設 令和3年1月31日 指名競争

入札

2
山大夫二本松線（山大夫）
外１路線消雪パイプ設置
工事

聖籠町大字	大夫	地内 22,000,000 ㈱聖籠
第一設備 11月30日

制限付
一般競争
入札

3 庁舎印刷機借上 聖籠町役場　総務課 4,989,600 小林事務機㈱ 令和9年9月30日 指名競争
入札

幸せ多い人生を
婚 姻

      新郎・新婦　　　　  　   行政区

　高　橋　辰
たつ

　吉
よし

	さん
（阿　部）智

ちえ

　美
み

	さん
⎫⎬⎭ 網代浜

　木　村　颯
はや

　人
と

	さん
（角　田）絵

え り な

理奈	さん
⎫⎬⎭ 亀　塚

　高　橋　隼
はや

　人
と

	さん
（伊　藤）絵

え り か

梨花	さん
⎫⎬⎭ 次第浜

　渡　辺　佑
ゆう

　輝
き

	さん
（渡　辺）　　楓

かえで

	さん
⎫⎬⎭ 亀　塚

　償却資産と事業用家屋にかかる令和３年度の固定資産税が申告
により減免されます。なお、土地は対象外です。

【対象・減免内容】同感染症の影響により令和２年２月～ 10月ま
での間、任意の連続した３ヶ月間の事業収入が次のいずれかに
該当する中小事業者等（※）
▼前年の同期間と比べて事業収入が 30%以上 50%未満減少
	 … 1/2 減免
▼前年の同期間と比べて事業収入が 50%以上減少	…全額減免

【申告方法】事前に商工会、金融機関（銀行・信用金庫など）、税
理士事務所などで減免措置の対象となるか確認の上、申告書な
どの必要書類を町へ提出してください。申告書は役場税務課に
あるほか、町ホームページでダウンロードできます。詳細を
ホームページに掲載していますのでご確認ください。

【申告期間】令和３年１月４日（月）～２月１日（月）

※「中小企業者等」とは、
・資本金額または出資金の額が 1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人または個人の場合、従業員数
が１０００人以下の事業者をいいます。

役場税務課　税務係（内線１４４）

新型コロナ感染症の影響で事業収入
が減少した中小事業者等は申告に
より固定資産税が減免されます

ご利用ください　～役場休日・夜間窓口～
11 月の休日役場窓口（１階　町民課・税務課）
　 11月 14日（土）　午前９時～正午まで
11 月の夜間窓口（１階　町民課）
　 11月 25日（水）　午後８時まで窓口業務を延長します。
　詳しくは担当窓口までお問い合わせください。
役場町民課（内線１１１）、税務課（内線１４３）



広報聖籠 R2.11　18日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

マイナンバーカードを作りませんか？
　マイナンバーとは、住民票を有するすべての方が持つ 12桁の番号です。マイナンバーカードとは、マイナン
バーを証明する写真付のカードです。

マイナンバーカードを作るとこんなことができます！！
　○顔写真付の身分証明書になる

　携帯電話の契約や口座開設など、日常生活で身
分証明書の提示を求められることは多々ありま
す。運転免許証を返納された方など、顔写真付の
身分証明書をお持ちでない方は、マイナンバー
カードを公的身分証明書として使うことができま
す。

　○オンラインで確定申告ができる ※

　税務署に行かなくても、ご自分のパソコン・ス
マートフォンからｅ－Ｔａｘによる確定申告がで
きます。

　○健康保険証として利用できるようになる ※

　　（令和３年３月頃開始予定）

　マイナポータルで事前に登録することで、マイ
ナンバーカードを健康保険証として利用できるよ
うになります。転職などによる保険証の切り替え
を待たずに、初めて行く病院でも受診できるなど
のメリットがあります。（保険者への加入の届出
は引き続き必要です。）

　○マイナポータルを利用できる ※

　マイナポータルとは、国が中心となり運営する
オンラインサービスです。行政が保有するご自分
の情報（税・健康保険など）の確認や、一部行政
手続のオンライン申請が可能となります。

※インターネットを利用できる環境、ＩＣチップ読取機器が必要となります。（カードリーダーを接続したパソコン・
　ＩＣチップ読取機能のあるスマートフォンなど）

マイナンバー「通知カード」の廃止後の取扱について
　広報６月号でもお知らせしたとおり、５月の法改正により「通知カード」が廃止されました。これによ
り、「通知カード」の新規発行・再発行および住所・氏名などの記載事項の書き換えは行われなくなるとと
もに、５月 25 日以降に記載事項について変更のあった方は、マイナンバーを証明するための書類として

「通知カード」を使用できなくなりました。しかし、個人番号は原則として生涯変わることのない番号であ
り、ご自分の番号を確認するものとしては引き続きご活用いただけるため、「通知カード」は破棄せずに大
切に保管してください。

マイナンバー証明書類が必要となった場合
マイナンバーカード
（顔写真付）の有無 マイナンバーの証明に必要なもの

すでにお持ちの方 ・マイナンバーカード

まだお持ちでない方 ・住民票の写し（町民課で交付）
※ただし、通知カードの記載事項（住所・氏名など）が当初よ
り変更の無い方・５月 25日以前に変更手続きを行われた方
については、引き続きお持ちの通知カードをお使いいただけ
ます。



19　R2.11 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

お問い合わせ　役場町民課　町民サービス係（内線１１１）

マイナンバーカードを作るにはマイナンバーカードを作るには

ＳＴＥＰ1

ＳＴＥＰ2

ＳＴＥＰ3

申請してください

　約１か月後、自宅に交付通知書
（ハガキ）が届きます。

　交付通知書に記載の必要書類を
お持ちになり、役場へお越しくだ
さい。

○マイナンバー「通知カード」に付属している交付申請書を使用する場合

スマートフォン
による申請

　交付申請書に記載されているＱＲコードから申請ページへアクセスします。
　また、記載されている住所・氏名に変更があってもご利用いただけます。

パソコンによる
申請

　デジタルカメラなどで撮影した顔写真をお使いのパソコンに保存し、マイナンバー
カード総合サイト内の交付申請用ページへアクセスします。交付申請書に記載のＩＤ
が必要になります。
　また、記載されている住所・氏名に変更があってもご利用いただけます。

郵送による申請

　「通知カード」と交付申請書を切り離し、交付申請書に署名・押印の上、顔写真を
貼付いただき、同封されていた申請用封筒で「地方公共団体情報システム機構」へ郵
送してください。封筒が無い場合、役場にご用意しているほか、マイナンバーカード
総合サイトから台紙をダウンロードすることもできます。
　なお、記載されている住所・氏名に変更がある場合、郵送でのご利用はできません
のでご注意ください。

上部：マイナンバー「通知カード」
下部：交付申請書

○交付申請書をお持ちでない方
　役場で交付申請書を作成することができま
すので、本人確認書類（免許証など）を持っ
て役場１階の町民課へお越しください。

○町民課窓口受付時間
平日　　　　　　午前８時 30 分～午後５時 15 分
毎月第４水曜日　午前８時 30 分～午後８時　 　
毎月第２土曜日　午前９時～正午　　　　　　 　
※混雑することがありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

☆さらに詳しくお知りになりたい方はマイナンバーカード総合サイト（kojinbango-card.go.jp）へ



広報聖籠 R2.11　20日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　今年度女性のがん検診（子宮頸がん検診・乳がん検診）
は受けましたか？
　まだ受けるチャンスがありますので、受け忘れがないよ
う、ぜひご確認ください。

子宮頸がん検診（施設検診） 乳がん検診（集団検診）

日　時 令和 2 年 12 月末まで 令和 3 年 1 月 21 日（木）
受付：午前 9 時～ 10 時

会　場
関塚医院、渡部レディースク
リニック、富田産科婦人科、
廣神産科婦人科

町保健福祉センター

対　象
20 歳以上の偶数年齢の女性
※昨年度受診していない方は、その
他の年齢でも受診できます。

40歳以上の女性
※昨年度乳がん検診を受けていない
方

その他
医療機関により開院時間や曜
日が異なっておりますので、
お気を付けください。

完全予約制にて実施します。
必ず事前に申し込みをお願い
します。定員を超えた場合は、
お断りすることもありますの
でご了承ください。

女性のがん検診について
男女共同参画通信

vol.24

～パープルリボン・パープル～パープルリボン・パープル
ライトアップ運動とは？～ライトアップ運動とは？～

●パープルリボン
　内閣府では、毎年 11 月 12 日
～ 25 日（女性に対する暴力撤廃
国際日）までの 2 週間を「女性
に対する暴力をなくす運動」期間
と定めており、そのシンボルが
パープルリボンです。
●パープルライトアップ運動
　パープルライトアップとは、「女
性に対する暴力をなくす運動」期
間の初日（11 月 12 日）に、女
性に対する暴力根絶のシンボルで
あるパープルリボンにちなんで、
観覧車や東京スカイツリーなどの
タワーを紫にライトアップする運
動であり、全国的に広がりを見せ
ています。
　パープルライトアップには、女
性に対するあらゆる暴力の根絶を
広く呼びかけるとともに、被害者
に対して、「ひとりで悩まず、ま
ずは相談をしてください。」とい
うメッセージが込められています。

　暴力は、性別やお互いの間柄を
問わず、決して許されるものでは
ありません。
　すべての人の人権が尊重され、
男女が性別にかかわりなく、その
個性と能力を十分に発揮すること
ができる男女共同参画社会を実現
させるために克服すべき重要な課
題です。
　これを機会に、みんなで女性に
対する暴力について考え、暴力を許
さない社会づくりを進めましょう。

役場総務課　総務管理係
� （内線２２５）

お申し込み・お問い合わせ
保健福祉課（町保健福祉センター内）　☎ 27－6511

お忘れなく！
追加で実施すること

になりました！

特に２１歳（子宮頸

がん検診）の利用が

少ないのね・・・

受けないともったい

ない！

【無料クーポン券について】
　子宮頸がん検診は 21歳（H11.4/2 ～ H12.4/1 生まれ）、乳が
ん検診は 41歳（S54.4/2 ～ S55.4/1 生まれ）の方へ無料クーポ
ン券をお送りしています。利用できるのは今年度中の検診のみで
すので、ぜひご利用ください！

93.8 

80.8 

6.2

19.2

0% 50% 100% 

令和2年度 無料クーポン券利用状況（%）

■利用あり　 ■利用なし

乳がん

子宮がん



21　R2.11 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　町では、がんの好発年齢である 40～ 50代が気軽に胃がん・大腸がん検診を受けるきっかけとし、早期発見に
つなげることを目的とした「胃がん・大腸がん検診無料クーポン事業」を昨年度から実施しています。
　対象者には９月に郵送していますが、山倉小学校区にお住いの 45・50 歳男性については保健師が訪問し、本
人またはご家族にがん検診の受診状況の確認と受診勧奨を行いました。お話を伺うと、「胃がん検診は一度も受け
たことがない」「職場健診は特定健診と胸部レントゲン検診のみ」といった声も聞かれました。
　広報せいろう 10月号でもお伝えしたように、自覚症状が少ない初期がんの発見には定期的ながん検診が大切
です。12月が今年度最後のチャンスですので、どこでも受けていないという方は、ぜひこの機会に町の胃がん・
大腸がん検診をご活用ください。

≪１２月の胃がん・大腸がん検診≫

12月

日程 会場と受付時間
10 日 木

１日

【会　　場】
　町保健福祉センター

【受付時間】
　午前の部　８時～ 11 時
　午後の部　１時 30 分～３時

※胃がん検診は、午前のみ実施します。午後の健診
では、受けることができません。ただし、12 月
21日（月）は１日胃がん検診を実施しませんので、
ご注意ください。

11 日 金
14 日 月
15 日 火
16 日 水
17 日 木
18 日 金
20 日 日 午前
21 日 月 １日

　　　　　胃がん・大腸がん検診無料クーポン
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45・50・55歳
働き盛り世代の
あなたに贈る

　新規で申込みを希
望する方は、必ず受
診希望日の１週間前
までに電話で申込み
をしてください。

み
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ん



広報聖籠 R2.11　22日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

恋かふぇ in 胎内 in 胎内
同日
開催

　婚活イベントを開催します。多くのご参加をおまちしています。

日　　時　11 月 29 日（日）午後２時～５時（女性受付：午後 1 時 / 男性受付：午後 1 時 45 分）

会　　場　ロイヤル胎内パークホテル（胎内市夏井１９１－３）

会　　費　２０００円（プレゼント付き）

申込方法　㈱トアイリンクス ムルーブ事務局 
HP 申込フォームまたは☎ 025-290-7606
へ電話（午前９時～午後６時）

申込期限　11 月 14 日（土）正午まで
※ 申込〆切後のキャンセルは、全額キャンセル料が発生します。

※ 本人確認ができるもの（運転免許証など）をご持参ください。
※ 参加費は当日受付にて現金でお支払いください。
※ 男性は事前説明会に参加される方優先。
※ 新発田市・胎内市・聖籠町在住の新規申し込みの方優先。
※ 新発田市・胎内市・聖籠町勤務の方は同伴者の欄に、その旨を

ご入力ください。（例）聖籠町勤務
※ 予約が定員を上回る場合は抽選となります。

午後１時 15分から女性向け事前説明会

男性参加者向け事前説明会
11月19 日（木）

　午後７時～午後８時 30 分
ほっと・ＨＯＴ中条 ２Ｆ会議室

　（胎内市西本町 11－11）

　「結婚や婚活について、誰もが気軽に相談できる
カフェ」をコンセプトに個別相談会を開催します。
婚活を考えている方や結婚したい方、ご家族の方も
この機会にぜひご利用ください。

日　　時　12月６日（日）午前10時～午後5時
会　　場　ほっとＨＯＴ・中条（胎内市西本町11-11）
定　　員　10名（お一人様あたり 40分程度）
利 用 料　無料
申込方法　㈱トアイリンクス	ムルーブ

事務局HP申込フォームまたは
☎025-290-7606へ電話（午前９時～午後６時）

　県のマッチングシステムを活用して、1対 1の出
会いをサポートします。登録するとお相手の情報が
閲覧できます。

日　　時　12月６日（日）午前10時～午後5時
会　　場　ほっとＨＯＴ・中条（胎内市西本町11-11）
利 用 料　無料　※ただし、事前に会員登録が必要

です。（登録料：1万1000円（税込み）2年間有効）
申込方法　「ハートマッチにいがた」のHP

から予約が必要です。
問合せ先　にいがた出会いサポートセンター

☎ 025-384-4151（火曜・金曜日は定休）



23　R2.11 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

個人情報を守る方法があります～本人通知制度のご案内～

お問い合わせ　役場町民課　町民サービス係（内線１１２）

　様々なライフスタイルが確立されている現代、自分に合ったライフデザインを見つける婚活セミナーを開催いた
します。講師に吉本興業所属のお笑い芸人「相席スタート」のお２人を迎え、恋愛や結婚についてのミニトーク
ショーを開催するほか、参加者全員が楽しめるワークショップを行います。ご友人をお誘い合わせの上、ぜひご参
加ください！（当日は新型コロナウイルス感染症対策のためアクリルパネルの設置や入場時の検温を実施します。）

●対　象　20～ 39歳の独身男女
●と　き　12月 13日（日）午後１時～４時
●ところ　ホテル清風苑（新潟県新発田市月岡温泉 278-2）
●料　金　３０００円
●定　員　男女各 40名（先着順）

●申込期限　12月 12日（土）
※12月３日（木）正午から全額キャンセル料が発生します。
●申込方法　（株）トアイリンクス	ムルーブ

事務局（☎ 025-290-7606）ま
たは同社のホームページから申
し込んでください。

詳細はこちらで
確認ください

本人通知制度とは
　役場町民課窓口において、住民票の写しなどを第三者に交付した場合、事前に登録した人にその事実を通知（お
知らせ）する制度です。この制度により、思わぬ形で個人情報が第三者に伝わることを防ぐことができます。
【制度の流れは以下の①から④となります】

役　場
※第三者とは　（１）請求者本人から委任状を託された代理人

（２）・車両登録や保険業務などの必要があって請求する事業者
・職務上請求できる人（弁護士・司法書士・土地家屋調査士、税理士・社会保険労
務士・弁理士・海事代理士・行政書士）

登録者に通知される内容
第三者からの請求により、登録者の住民票の写しなどを交付した場合は、「交付通知書」により交付の事実
を通知します。通知内容は以下の４点です。
①交付年月日　②交付した証明書の種別　③交付部数　④交付請求者の種別（代理人または代理人以外の第三者の別）
国や地方公共団体からの公用請求については、通知の対象となりません。

　有効期限を撤廃しましたので、登録は一度限りの手続きで済みます。詳しくはお問い合わせください。

①事前登録

④交付の事実通知

②交付請求

③証明書交付
本人

（事前登録者）
交付請求者
（第三者※）



広報聖籠 R2.11　24日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を！

お問い合わせ先　年金加入者ダイヤル
電話番号　　　（ナビダイヤル）０５７０－００３－００４
０５０から始まる電話の場合は、（東京）０３－６６３０－２５２５
＜受付時間＞
・月～金曜日　　午前８時３０分～午後７時
・第２土曜日　　午前９時３０分～午後５時
・祝日（第２土曜日を除く）、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。
□ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金でご利用いただ
けます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）からおかけになる場合は通常の通話料金がかかります。
□「（東京）０３－６６３０－２５２５」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
□「０５７０」の最初の「０」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生してい
ますので、おかけ間違いのないようご注意ください。

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！

　日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、「事前予約」を行っています。お
待たせ時間の少ない予約相談をぜひご利用ください。
　◆予約相談希望日の１か月前から前日まで受け付けしています。
　◆お申し込みの際は、基礎年金番号のわかるもの（年金手帳や年金証書など）をご用意ください。
　予約方法は、全国共通の予約専門受付電話「０５７０－０５－４８９０」、電話が混雑している場合にはお近く
の年金事務所に、電話・来訪時にお申し込みください。
日本年金機構　新発田年金事務所　お客様相談室　☎０２５４－２３－２１２８（ダイヤルプッシュ１→２）

　国民年金保険料は所得税法および地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、
社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、令和２年１月から令和２年 12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分
の保険料や追納された保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族（配偶者やお子様など）の負担すべき国民年金保険料を支払って
いる場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
　なお、本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を
行うときに、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、令和２年１月１日から令和２年９月 30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上
旬に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られる予定ですので、申告書の提出の
際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。
　また令和２年10月１日から令和２年12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方には、
翌年の２月上旬に送られる予定です。
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。
保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。



25　R2.11 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

第11回特別弔慰金の請求手続きを行っています

産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

お問い合わせ　役場町民課　町民サービス係（内線１１４）
　　　　　　　または　新潟県福祉保健課援護恩給室　☎０２５－２８０－５１８０

お問い合わせ　役場町民課　町民サービス係（内線１１２）

　国民年金第１号被保険者（※）が出産された際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
　※１号被保険者：20歳以上 60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人
●保険料納付が免除される期間（色の付いた部分が免除期間）

3ヵ月前 2ヵ月前 1ヵ月前 1ヵ月後 2ヵ月後 3ヵ月後
単胎 出産予定日※

多胎 出産予定日※
※届出が出産後の場合 ｢出産日 ｣

●産前産後期間の納付制度は、「保険免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反
映されます。
●産前産後期間は、付加保険料が納付できます。
●産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付（返金）されます。
●届出しないと免除になりません。出産予定日の 6か月前から届出ができます。
【届出先】　役場町民課または年金事務所
【手続きに必要なもの】

①申出書：役場町民課窓口または年金事務所に備え付けています。日本年金機構ホームページからもダウン
ロードできます。

②母子手帳など：出産予定日が確認できるもの（出産後は町役場で確認できるため不要）
別世帯の子の場合のみ、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

戦没者のご遺族
の皆さま

　前回（第 10回）の特別弔慰金の支払いは、基本的に今年の４月で終了しました。
　それに引き続き、第 11回目の請求手続きを役場町民課で行っていますので、該当する方はおいでください。
　請求に必要な書類はすべて町民課で用意しています。印鑑および戸籍の代金（450 円または 750 円、複数必
要な場合もあります）、本人確認ができる書類をお持ちください。
前回（第 10回）の手続き

同じ方が請求する ①請求書を提出するほか、戸籍抄本をとっていただきます。
②今回から同意書の提出が不要となっています。

請求した方が亡くなっている ①請求できる方がいるかお調べします。
②請求書・戸籍抄本のほか、戦没者との関係がわかる戸籍もとってい
ただきます。
③今回から同意書の提出が不要となっています。

請求したことはないが、戦没
者の遺族がいる。

弔慰金の内容について
１．支給内容・・・額面 25万円、５年償還の記名国債
２．請求窓口・・・支給対象者がお住まいの市役所・町村役場
３．請求期限・・・令和５年３月 31日まで
　　請求期限を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。



広報聖籠 R2.11　26日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　新潟県では、10月から「食べにいGoて！食事券」をキャッチフレーズに、新潟県Go	To	Eat キャ
ンペーン食事券発行事業を実施しています。この事業は、新型コロナウイルス感染症により甚大な影響
を受けた新潟県内の飲食店を応援するために、新潟県内の飲食店での支払いにおいて利用可能な食事券
を発行し、需要を喚起するものです。
　事業の概要は以下のとおりです。食事券の販売の他、参加する飲食店の募集も行っています。詳しく
は、以下に示しておりますキャンペーン公式サイトまたはコールセンターにてご確認ください。

■食事券�
　・販売部数　　　75万冊（１冊：額面５００円×25枚つづり）
　・販売金額　　　1冊１万円（額面１万２５００円）
　・購入限度額　　1人につき１回あたり２万円（２冊）まで購入可能（購入回数限度なし）
　・購入期間　　　令和２年 10月５日から令和３年１月 31日まで
　・有効期間　　　令和２年 10月５日から令和３年３月 31日まで
　・購入対象者　　新潟県民（新潟県在住、在勤、在学を含む）を主な対象とするが制限はなし。
　・購入窓口　　　NIC新潟日報販売店（一部対象外の店舗あり）など
　・食事券取扱店　参加登録をした新潟県内の飲食店

※購入窓口・食事券取扱店とも、キャンペーン公式サイトにて店舗情報を掲載
しています。

■対象飲食店�
　・参加条件　　　「外食業の事業継続のためのガイドライン」に基づき感染症予防に取り組む県

内に本店を有する飲食店（FC可。事業規模要件なし。ただし、持ち帰り・配
達専門、接待を伴う飲食店を除く）

　・参加募集　　　令和２年９月 18日（金）から 12月 20日（日）まで
　・参加料等　　　無料
　・参加方法　　　参加申込書をキャンペーン事務局宛てに郵送または FAX

※参加申込書は、役場産業観光課、町商工会の窓口にもあります。

新潟県Go�To�Eat キャンペーン食事券共同事業体
　　キャンペーン公式サイト（http : //niigata -gte . com/）
　　キャンペーンコールセンター（☎０２５－３８２－５５１０）
　役場産業観光課　農業振興係（内線１２４）

食べにい Go て！食事券
　　　新潟県 Go To Eat キャンペーン実施中

役
場
産
業
観
光
課　
農
業
振
興
係

（
内
線
１
２
３
）
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27　R2.11 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

お申し込み・お問い合わせ　　役場ふるさと整備課　都市計画係（内線 235）

起きてからでは遅い。あなた
のお住まい、耐震化大丈夫？

　　　耐震診断 　　　耐震設計 　　　耐震改修

対象と　
なるもの

■建築物（次のすべてに該当）
①昭和 56 年 5 月 31 日以前に、町

内で建築、または工事に着手し
た木造住宅

②一戸建ての住宅であること（店
舗や事務所などを兼ねた住宅の
場合は、延べ床面積の半分以上
が住宅部分のものに限る）

③地階を有しない地上２階建て以
下の住宅であること

④国土交通大臣などから特別な認
定を受けた工法によって建築さ
れた住宅でないこと

■対象者
　町内に住所を有し、かつ、補
助の対象となる建築物を所有す
る方で町税等を完納している方

左の聖籠町木造住宅耐震診
断支援事業を受け、かつ、
診断評点が 1.0 未満の建築
物

左の聖籠町耐震設計事業を
受けた建築物

受付期間
予算額に達
した時点で
受付終了と
します

第３回：11 月 16 日（月）～ 24 日（火）

毎年 4 月から12 月末日まで
（年度内に耐震改修事業が
完了し、かつ、関係書類の
提出が可能な場合は、この
限りではありません。）

申請者負担
額、または
町補助額　

■申請者負担額
　無料

■町補助額
耐震設計に係る費用の1/2
以内（上限 10万円）

■町補助額
耐震改修に係る経費のう
ち上限 65万円

必要な書類

①耐震診断士派遣申請書（※）
②建築年次および建物の延べ床面

積が判断できる書類の写し
（登記簿謄本、建築確認済証・
検査済証、課税証明書など）

③申請者の町税の納税証明書（前
年度分）

①補助金交付申請書（※）
②耐震診断報告書の写し（耐

震診断の成果品です。）
③耐震設計に要する費用の

見積書（耐震診断士より
発行されます。）

①補助金交付申請書（※）
②耐震改修計画書の写（耐

震設計で作成されます。）
③耐震改修に要する費用の

見積書（耐震設計で作成
されます。）

※補助金交付申請書は、ふるさと整備課にあるほか、町ホームページからダウンロードできます。

ステップ
1

ステップ
2

ステップ
3

　町では、木造住宅の耐震診断（地震に耐えられるか診断する）や耐震改修
に要する費用の一部を補助しています。
　診断は、町が委託した（社）新潟県建築士会北蒲原支部に登録された診断士が行います。耐震診断は人間にたと
えると健康診断に当たるものです。安全・安心な生活を築くため、ぜひこの機会に耐震診断を受けてみませんか。
　また、聖籠町木造住宅耐震診断支援事業を受けた木造住宅で、耐震診断の結果、耐震性が低いと判断された住
宅に対し、耐震設計費・耐震改修工事費への一部補助も行っています。

（中越沖地震：平成19年7月16日発生、新潟県柏崎市内）

思い立ったらすぐ行動！思い立ったらすぐ行動！
耐震診断費は耐震診断費は無料です！です！



広報聖籠 R2.11　28日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ
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ッ
チ
に
お
い
て
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
を

開
催
し
ま
し
た
。

　

９
月
27
日
の
試
合
は
、
今
年
か
ら

１
部
に
昇
格
し
て
き
た
愛
媛
Ｆ
Ｃ
レ

デ
ィ
ー
ス
（
愛
媛
Ｌ
）
と
の
対
戦
と

な
り
ま
し
た
。
前
半
を
ス
コ
ア
レ
ス

で
折
り
返
す
と
、
ス
コ
ア
が
動
い
た

の
は
57
分
で
し
た
。
コ
ー
ナ
ー
キ
ッ

ク
の
カ
ウ
ン
タ
ー
の
流
れ
か
ら
、
右

サ
イ
ド
に
流
れ
た
園
田
瑞
貴
選
手
の

ク
ロ
ス
を
供
給
。
千
野
七
海
選
手
が

ペ
ナ
ル
テ
ィ
エ
リ
ア
内
に
ボ
ー
ル
に

残
す
と
、
長
沢
菜
月
選
手
が
シ
ュ
ー

ト
を
蹴
り
込
ん
で
先
制
ゴ
ー
ル
を
奪

い
ま
す
。
新
潟
市
出
身
ア
カ
デ
ミ
ー

選
手
で
も
あ
る
長
沢
選
手
が
新
潟
Ｌ

移
籍
後
初
ゴ
ー
ル
を
決
め
ま
す
。
流

アルビレックス
新潟情報!!
アルビレックスアルビレックス
新潟情報!!新潟情報!!
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れ
を
つ
か
ん
だ
新
潟
Ｌ
は
続
く
60
分
、

園
田
瑞
貴
選
手
が
追
加
点
を
挙
げ
、

リ
ー
ド
を
広
げ
ま
す
。
試
合
終
盤
に

は
小
島
選
手
が
約
２
年
ぶ
り
に
公
式

戦
復
帰
を
果
た
し
、
攻
撃
を
後
押
し

し
ま
す
。
主
導
権
を
渡
さ
ず
、
チ
ャ

ン
ス
も
生
み
出
し
な
が
ら
、
そ
の
ま

ま
タ
イ
ム
ア
ッ
プ
。
２
‐
０
で
勝
利

し
、
雨
模
様
の
中
、
会
場
で
選
手
を

後
押
し
し
て
く
だ
さ
っ
た
サ
ポ
ー

タ
ー
の
皆
様
に
勝
ち
点
３
を
届
け
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
続
く
10
月
11

日
（
日
）
は
、
ノ
ジ
マ
ス
テ
ラ
神
奈

川
相
模
原
相
手
に
１
‐
０
で
勝
利
を

飾
り
、
十
日
町
市
開
催
２
連
勝
と
な

り
ま
し
た
。

　

リ
ー
グ
戦
も
残
す
と
こ
ろ
４
試
合
。

ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
最
終
戦
は
11
月
14
日

（
土
）
日
テ
レ
・
東
京
ヴ
ェ
ル
デ
ィ

ベ
レ
ー
ザ
戦
と
な
り
ま
す
。
座
席
の

間
隔
を
空
け
る
・
消
毒
を
行
う
な
ど

の
感
染
対
策
を
実
施
し
て
の
開
催
と

な
り
ま
す
が
、「
そ
の
日
、
日
本
で

一
番
女
子
サ
ッ
カ
ー
が
盛
り
上
が
っ

た
ス
タ
ジ
ア
ム
」
に
な
る
よ
う
、
来

場
さ
れ
た
皆
様
が
楽
し
め
る
よ
う
準

備
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ぜ
ひ
会
場
へ

お
越
し
い
た
だ
き
、
ア
ル
ビ
レ
ッ
ク

ス
新
潟
レ
デ
ィ
ー
ス
へ
の
応
援
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

11
月
の
試
合
予
定

�

※
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
の
み
掲
載

〈
明
治
安
田
生
命
Ｊ
２
リ
ー
グ
〉

第
30
節　

11
月
１
日
（
日
）

vs
東
京
ヴ
ェ
ル
デ
ィ

午
後
２
時
キ
ッ
ク
オ
フ

第
32
節　

11
月
８
日
（
日
）

vs
ギ
ラ
ヴ
ァ
ン
ツ
北
九
州

午
後
２
時
キ
ッ
ク
オ
フ

第
34
節　

11
月
15
日
（
日
）

vs
ジ
ェ
フ
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
千
葉

午
後
２
時
キ
ッ
ク
オ
フ

第
36
節　

11
月
25
日
（
水
）

vs
愛
媛
Ｆ
Ｃ

午
後
７
時
キ
ッ
ク
オ
フ

※
会
場
は
す
べ
て
デ
ン
カ
ビ
ッ
グ
ス

ワ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム

〈
プ
レ
ナ
ス
な
で
し
こ
リ
ー
グ
１
部
〉

第
17
節 

11
月
14
日
（
土
）

vs
日
テ
レ
・
東
京
ヴ
ェ
ル
デ
ィ

ベ
レ
ー
ザ

午
後
１
時
キ
ッ
ク
オ
フ

デ
ン
カ
ビ
ッ
グ
ス
ワ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム

【
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
】

　

９
月
６
日
に
、
北
信
越
フ
ッ
ト

ボ
ー
ル
リ
ー
グ
１
部
第
11
節
、
今
季

初
め
て
の
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
で
新
潟
医

療
福
祉
大
学
Ｆ
Ｃ
と
の
試
合
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
試
合
が
動
い
た
の
は
前

半
開
始
７
分
。
渡
辺
亮
太
選
手
の
ボ

レ
ー
シ
ュ
ー
ト
で
、
先
制
点
を
決
め

ま
し
た
。
そ
の
後
は
新
潟
医
療
福
祉

大
学
Ｆ
Ｃ
の
攻
撃
に
苦
し
む
時
間
帯

も
あ
り
ま
し
た
が
、
前
半
を
１
対
０

で
折
り
返
し
ま
す
。
後
半
14
分
、
宮

川
颯
選
手
の
コ
ー
ナ
ー
キ
ッ
ク
に
稲

葉
旬
選
手
が
頭
で
合
わ
せ
追
加
点
を

獲
得
し
、
２
対
０
と
な
り
ま
し
た
。

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
は

高
い
守
備
力
を
見
せ
つ
け
、
今
季
初

の
無
失
点
で
開
幕
４
連
勝
を
飾
り
ま

し
た
。

　

９
月
13
日
に
は
第
12
節
が
行
わ
れ
、

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
と

同
じ
く
全
勝
の
ア
ル
テ
ィ
ス
タ
浅
間

と
の
一
戦
。
雷
雨
の
影
響
で
試
合
開

始
が
50
分
ほ
ど
遅
れ
、
し
か
し
そ
の

後
も
雨
は
止
ま
ず
、
大
雨
の
中
で
の

試
合
と
な
り
ま
し
た
。
前
半
９
分
に

コ
ー
ナ
ー
キ
ッ
ク
の
こ
ぼ
れ
球
に
合

わ
せ
た
宮
崎
颯
選
手
の
シ
ュ
ー
ト
が

ゴ
ー
ル
ネ
ッ
ト
を
揺
ら
し
、
先
制
点

を
挙
げ
ま
す
。
そ
の
後
は
ア
ル
テ
ィ

ス
タ
浅
間
の
猛
攻
を
全
員
で
守
り
切

り
、
前
半
を
１
対
０
で
折
り
返
し
ま

す
。
後
半
も
同
様
に
ア
ル
テ
ィ
ス
タ

浅
間
の
攻
め
の
時
間
が
続
き
、
Ｊ
Ａ

Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
も
必
死

に
守
り
ま
す
が
あ
と
少
し
の
と
こ
ろ

で
耐
え
切
れ
ず
試
合
終
了
間
際
、
つ

い
に
失
点
し
て
し
ま
い
、
そ
の
直
後
、

ホ
イ
ッ
ス
ル
が
鳴
り
試
合
終
了
。
１

対
１
の
引
き
分
け
と
な
り
、
試
合
終

了
後
に
倒
れ
こ
む
選
手
が
い
る
ほ
ど
、

気
合
い
も
入
り
、
内
容
の
濃
い
試
合

で
し
た
。

【
Ｃ
Ｕ
Ｐ
Ｓ
聖
籠
】

　

８
月
30
日
に
北
信
越
フ
ッ
ト
ボ
ー

ル
リ
ー
グ
２
部
第
10
節
は
長
岡
ビ
ル

ボ
ー
ド
Ｆ
Ｃ
を
迎
え
、
ホ
ー
ム
開
幕

戦
を
飾
り
ま
し
た
。
試
合
は
前
半
８

分
に
先
制
さ
れ
る
も
、
後
半
５
分
に

得
た
コ
ー
ナ
ー
キ
ッ
ク
で
栗
原
勇
哉

選
手
が
蹴
っ
た
ボ
ー
ル
を
牧
野
竣
選

手
が
頭
で
合
わ
せ
て
同
点
に
追
い
つ

き
ま
す
。
そ
の
後
も
激
し
い
攻
防
戦

を
見
せ
る
も
の
の
、
試
合
は
そ
の
ま

ま
引
き
分
け
で
終
了
し
、
勝
ち
点
１

を
得
ま
す
。

　

続
く
第
11
節
は
、
９
月
６
日
に
開

催
さ
れ
今
季
好
調
を
維
持
し
て
い
る

‘09 
経
大
Ｆ
Ｃ
と
の
一
戦
。
守
り
の
時

間
が
続
く
中
、
先
制
を
許
し
前
半
を

０
対
０
で
終
え
ま
す
。
流
れ
を
変
え

た
い
後
半
で
し
た
が
、
相
手
の
攻
撃

を
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
試
合
は

０
対
４
で
敗
戦
を
喫
し
ま
す
。

　

今
季
の
北
信
越
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル

リ
ー
グ
は
１
部
、
２
部
と
も
に
終
了

い
た
し
ま
し
た
。
来
季
も
皆
さ
ま
の

応
援
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
の

お
知
ら
せ 

JAPANサッカーカレッジチーム紹介サイト 検索
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令
和
２
年
度
自
衛
官
等募

集

　

防
衛
省
で
は
、
次
に
よ
り
高
等
工

科
学
校
生
徒
お
よ
び
自
衛
官
候
補
生

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

募
集
種
目
／
資
格
／
受
付
期
間
／
試

験
期
日

①
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

（
推
薦
）
／
男
子
で
中
卒
（
見
込

含
）
17
歳
未
満
の
成
績
優
秀
か
つ

生
徒
会
活
動
等
に
顕
著
な
実
績
を

修
め
、
学
校
長
が
推
薦
で
き
る
者

／
11
月
１
日
～
11
月
30
日
／
令
和

３
年
１
月
10
日
・
11
日
※
い
ず
れ

か
１
日
を
指
定
さ
れ
ま
す
。

②
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

（
一
般
）／
男
子
で
中
卒（
見
込
含
）

17
歳
未
満
の
者
／
11
月
１
日
～
令

和
３
年
１
月
６
日
／
１
次　

令
和

３
年
１
月
23
日

③
自
衛
官
候
補
生
／
18
歳
以
上
33
歳

未
満
の
者
／
11
月
16
日
～
12
月
７

日
／
12
月
13
日

自
衛
隊
新
潟
地
方
協
力
本
部

新
発
田
地
域
事
務
所

☎
２
６
‐
５
６
１
９

「
女
性
の
人
権
」

電
話
相
談
お
受
け
し
ま
す
！

　

新
潟
地
方
法
務
局
お
よ
び
新
潟
県

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、
本
年

11
月
12
日
（
木
）
か
ら
同
月
18
日

（
水
）
ま
で
を
全
国
一
斉
「
女
性
の

人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
と

し
て
、
法
務
局
職
員
又
は
人
権
擁
護

委
員
が
女
性
の
人
権
に
関
す
る
電
話

相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。
次
の
と
お

り
、
土
・
日
も
相
談
に
応
じ
ま
す
の

で
御
利
用
く
だ
さ
い
。

【
相
談
内
容
】
差
別
・
Ｄ
Ｖ
・
セ
ク

ハ
ラ
・
夫
婦
間
の
問
題
な
ど
広
く

女
性
の
人
権
に
関
す
る
こ
と

11
月
12
日
（
木
）、
13
日
（
金
）、

11
月
16
日
（
月
）
～
18
日
（
水
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時
11
月

14
日
（
土
）、
15
日
（
日
）
午
前

10
時
～
午
後
５
時

【
電
話
番
号
（
全
国
共
通
）】

０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
８
１
０

新
発
田
税
務
署
か
ら

令
和
２
年
分
年
末
調
整

説
明
会
中
止
の
お
知
ら
せ

　

本
年
度
の
年
末
調
整
説
明
会
に
つ

い
て
は
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
な
ど
を
踏

ま
え
、
身
体
的
距
離
を
完
全
に
確
保

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
な
ど
、
参

加
さ
れ
る
皆
様
の
安
全
を
完
全
に
担

保
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
か
ら
、

開
催
を
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

な
お
、
年
末
調
整
に
関
す
る
各
種

情
報
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

新
発
田
税
務
署
法
人
課
税
部
門　

☎
０
２
５
４
‐
２
２
‐
３
１
６
１

※
自
動
音
声
案
内
の
「
２
」
を
お

選
び
く
だ
さ
い
。

適
職
を
探
そ
う
！

一
般
職
業
適
性
検
査
を

実
施
し
ま
す

　
「
自
分
に
合
う
仕
事
っ
て
な
ん
だ

ろ
う
？
」「
自
分
の
得
意
、不
得
意
っ

て
な
ん
だ
ろ
う
？
」
職
種
選
択
に
お

悩
み
の
方
を
対
象
に
、
職
業
適
性
の

検
査
を
行
い
ま
す
。
筆
記
検
査
に
よ

り
７
種
の
能
力
の
測
定
を
行
い
ま

す
。
後
日
、
個
別
に
結
果
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
も
行
っ
て
い
ま
す
。

15
～
49
歳
で
就
業
し
て
い
な
い
方

（
要
申
込
） 

定
員
８
名

11
月
19
日
（
木
）

午
後
２
時
～
４
時

聖
籠
町
立
図
書
館　

会
議
室

　

適
性
検
査
以
外
に
も
15
～
49
歳
で

就
業
し
て
い
な
い
方
を
対
象
に
、
就

職
に
つ
い
て
の
個
別
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

・

下
越
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

☎
０
２
５
４
‐
２
８
‐
８
７
３
５

電
話
受
付
時
間　
平
日
午
前
10

時
～
午
後
５
時
ま
で
（
第
２
金

曜
日
は
休
館
日
）

新
潟
県
最
低
賃
金
は

時
間
額
８
３
１
円
に
改
定

　

新
潟
県
最
低
賃
金
額
は
、
従
来
の

時
間
額
８
３
０
円
か
ら
１
円
引
き

上
げ
ら
れ
、
本
年
10
月
１
日
か
ら

８
３
１
円
に
な
り
ま
し
た
。

　

新
潟
県
最
低
賃
金
は
、
県
内
で
事

業
を
営
む
全
て
の
使
用
者
お
よ
び
そ

の
事
業
場
で
働
く
全
て
の
労
働
者

（
臨
時
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
な

ど
を
含
む
。）
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
最
低
賃
金
額
を
確

認
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
最
低
賃
金
引
き
上
げ
に
向

け
た
業
務
改
善
助
成
金
や
働
き
方
改

革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー
の
無
料
相
談

制
度
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
業
務
改
善
助
成
金
に
関
す
る
ご
相

談
は
、
→
新
潟
県
労
働
局
雇
用
環

境
・
均
等
室

☎
０
２
５
‐
２
８
８
‐
３
５
２
８

◆
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

の
無
料
相
談
に
関
す
る
お
問
い
合

わ
せ
は
、
→
新
潟
県
働
き
方
改
革

推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
‐
０
０
９
‐
２
２
９

ま
た
は

☎
０
２
５
‐
２
５
６
‐
８
７
０
１

◆
最
低
賃
金
に
関
す
る
お
問
い
合
わ

せ
は
、
→
新
潟
労
働
局
労
働
基
準

部
賃
金
室

☎
０
２
５
‐
２
８
８
‐
３
５
０
４

ま
た
は
各
労
働
基
準
監
督
署

税
を
考
え
る
週
間

　

11
月
11
日
か
ら
11
月
17
日
は
、「
税

を
考
え
る
週
間
」
で
す
。

　

今
年
の
テ
ー
マ
は
、「
く
ら
し
を

支
え
る
税
」
で
す
。

　

当
週
間
の
行
事
の
一
環
と
し
て
、

新
発
田
税
務
署
管
内
の
中
学
、
高
校

生
の
皆
さ
ん
か
ら
応
募
さ
れ
た
、
税

に
関
す
る
作
文
の
優
秀
作
品
の
展
示

を
行
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
暮
ら
し
と
税
の
関
わ
り

に
触
れ
る
き
っ
か
け
と
し
て
、
ぜ
ひ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

11
月
11
日
（
水
）

　
　
　
　

～
11
月
17
日
（
火
）

イ
オ
ン
モ
ー
ル
新
発
田

　
　
　
　
　
　

２
階
フ
ロ
ア

新
発
田
税
務
署�

総
務
課

☎
０
２
５
４
‐
２
２
‐
３
１
６
１

※
自
動
音
声
案
内
の
「
２
」
を
お

選
び
く
だ
さ
い
。
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Ａ

Ａ

Ａ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

道
路
の
２
車
線
化
を
要
望
し

ま
す

　

網
代
浜
か
ら
次
第
浜
ま
で
、
片
側

２
車
線
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

車
社
会
、
子
ど
も
た
ち
の
た
め
お

願
い
し
ま
す
。

 

（
60
才
代
・
男
性
）

町
か
ら
の
回
答

�

（
担
当
　
ふ
る
さ
と
整
備
課
）

　

ご
要
望
の
あ
り
ま
し
た
国
道

１
１
３
号
に
つ
き
ま
し
て
は
、
新
潟

県
が
管
理
し
て
い
る
国
道
で
あ
り
、

拡
幅
な
ど
の
道
路
整
備
に
つ
い
て
も

県
が
行
っ
て
い
ま
す
。

　
近
年
は
、
長
年
に
渡
っ
て
要
望
し

て
き
た
、
歩
道
の
整
備
や
主
要
交
差

点
の
右
折
車
線
設
置
な
ど
を
部
分
的

に
行
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。　

　
網
代
浜
か
ら
次
第
浜
ま
で
の
国
道

１
１
３
号
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歩
行

者
の
安
全
や
交
通
渋
滞
緩
和
を
最
優

先
と
考
え
、
ま
ず
は
歩
道
の
整
備
と

主
要
交
差
点
の
右
折
車
線
設
置
が
少

し
で
も
実
現
で
き
る
よ
う
要
望
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
よ
っ
て
、
こ
の
区
間
の
片
側
２
車

線
化
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
時
点
で

の
要
望
は
厳
し
い
も
の
と
考
え
ま
す

の
で
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
何
か
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
遠

慮
な
く
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

雨
で
通
行
に
困
っ
て
い
ま
す

　

い
つ
に
な
く
今
年
は
雨
が
多
い
よ

う
で
す
。
そ
の
雨
の
せ
い
で
東
港
入

口
自
転
車
置
場
の
裏
の
道
路
が
水
で

あ
ふ
れ
て
通
る
の
に
困
っ
て
い
ま
す
。

 

（
60
才
代
・
女
性
）

町
か
ら
の
回
答

�

（
担
当
　
ふ
る
さ
と
整
備
課
）

　
ご
指
摘
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
確
認

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
の

道
路
の
水
溜
ま
り
の
原
因
は
、
以
前

あ
っ
た
道
路
脇
の
土
水
路
が
土
砂
で

埋
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
す
。

　
も
う
一
度
、
土
水
路
を
掘
り
直
し

て
対
応
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
行

き
止
ま
り
道
路
沿
い
の
土
水
路
で
す

の
で
、
降
雨
量
が
多
い
と
再
度
水
溜

り
が
で
き
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

　
そ
の
場
合
は
大
変
申
し
訳
あ
り
ま

せ
ん
が
、
付
近
の
県
道
に
歩
道
も
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
一
時
的
に
迂
回
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

今
後
は
、
天
候
の
状
況
な
ど
に
よ
り

適
宜
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
た
い
と
思

い
ま
す
の
で
、
ま
た
何
か
お
気
づ
き

の
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
遠
慮

な
く
お
知
ら
せ
願
い
ま
す
。

中
学
校
の
エ
ア
コ
ン
修
理
を

　

中
学
校
の
エ
ア
コ
ン
が
次
々
と
壊

れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
今
年
度
は

修
理
を
し
な
い
と
聞
き
ま
し
た
。

　

こ
の
暑
さ
で
体
調
を
崩
す
子
も
い

る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

学
校
側
か
ら
町
に
修
理
依
頼
を
出

し
て
も
今
年
度
の
修
理
は
で
き
な
い

と
の
回
答
と
の
こ
と
で
す
が
何
か
理

由
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

こ
の
暑
さ
を
考
え
た
ら
、
修
理
は

必
須
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
な
ぜ
修
理

が
で
き
な
い
の
か
教
え
て
い
た
だ
け

な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

ご
対
応
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

 

（
年
代
不
明
・
女
性
）

町
か
ら
の
回
答

�

（
担
当
　
子
ど
も
教
育
課
）

　
い
つ
も
町
政
お
よ
び
学
校
運
営
に

ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
聖
籠
中
学
校
の
エ
ア
コ
ン
設
備
に

つ
い
て
は
、
地
下
の
冷
た
い
水
（
常

時
15
℃
程
）
を
循
環
さ
せ
て
フ
ァ
ン

に
よ
り
送
風
す
る
フ
ァ
ン
コ
イ
ル
エ

ア
コ
ン
が
十
数
台
及
び
電
気
に
よ
り

冷
媒
ガ
ス
を
循
環
さ
せ
て
複
数
教
室

に
ま
た
が
っ
て
冷
却
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｐ
エ

ア
コ
ン
の
２
種
類
か
ら
成
り
立
っ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
夏
休
み
を
終
え
た
８

月
下
旬
に
数
学
１
〜
４
、
国
語
１
〜

４
、
理
科
１
、
の
計
９
教
室
分
の
フ

ァ
ン
コ
イ
ル
エ
ア
コ
ン
に
異
音
が
あ

り
、
ま
た
冷
却
機
能
も
低
下
し
て
い

る
旨
、
中
学
校
か
ら
教
育
委
員
会
へ

連
絡
が
あ
り
、
修
理
の
依
頼
を
受
け

た
た
め
、
速
や
か
に
聖
籠
中
学
校
の

空
調
設
備
機
器
の
維
持
管
理
業
務
を

委
託
し
て
い
る
業
者
へ
修
繕
を
依
頼

し
ま
し
た
。

　
９
月
11
日
（
金
）
時
点
で
上
記
の

フ
ァ
ン
コ
イ
ル
エ
ア
コ
ン
の
修
繕
に

つ
い
て
は
、
全
て
完
了
し
、
現
状
復

旧
し
て
い
ま
す
。

　
中
学
校
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
老

朽
化
が
進
ん
で
い
る
も
の
が
あ
り
ま

す
が
、
定
期
的
な
機
器
の
更
新
な
ど

を
検
討
し
、
生
徒
の
安
心
・
安
全
な

学
習
環
境
の
確
保
の
た
め
、
努
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
は
、
貴
重
な
ご
意
見
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
町
政

ポ
ス
ト
に
投
稿
の
あ
っ
た
町
政

に
対
す
る
ご
意
見
、
ご
質
問
と

そ
れ
に
対
す
る
回
答
を
紹
介
し

ま
す
。

　
投
稿
者
は
年
代
と
性
別
だ
け

表
示
し
ま
す
。

　
町
政
ポ
ス
ト
は
が
き
や
Ｅ
メ

ー
ル
で
ご
投
稿
い
た
だ
い
た
ご

意
見
・
ご
質
問
を
広
報
に
て
紹

介
し
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
投
稿
者
や
第
三
者
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
害
す
る
恐
れ

が
あ
る
場
合
な
ど
、
投
稿
と
回

答
の
内
容
に
よ
っ
て
は
掲
載
し

な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

役
場
総
務
課

　
広
報
広
聴
係（
内
線
２
２
４
）

町
政
ポ
ス
ト

Ｑ
＆
Ａ

22

差出有効期間
令和３年５月
３１日まで



広報聖籠 R2.11　32日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

み ん な の ひ ろ ば

食は味楽来
ミ　　　　ラ　　　 クル

「ようまんまってなあに？」

お問い合わせ　　学校給食調理場　栄養教諭　☎２７－７７３０

渡辺 蓮
れん

華
か

 ちゃん会田 律
りつ

 ちゃん

鈴木 統
とう

真
ま

 ちゃん

田巻 未
み

羽
う

 ちゃん

桐生 衣
い

織
おり

 ちゃん

渡辺 結
ゆい

花
か

 ちゃん

田村 妃
ひ

菜
な

 ちゃん

本間 誠
せい

也
や

 ちゃん

和田 大
たい

志
し

 ちゃん

元
気
に
育
っ
て
ね
！

　

こ
の
写
真
は
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
行

わ
れ
て
い
る
乳
児
健
診
会
場
で
主
に
４
か

月
健
診
対
象
乳
児
を
撮
影
し
て
い
ま
す
。

町
の
宝
で
〜
す

９
月
の
乳
児
健
診
か
ら

　郷土料理は地域の気候や風土に根付いた食材を基本としており、旬の味が大切にされています。郷土料理
や地場産物を食卓に加えることは、地域の食文化を知り、受け継いでいくきっかけとなります。毎月 19日
の「食育の日」には、聖籠町の子どもたちに、郷土の味に親しみを持ってもらうため、給食で郷土料理や地
場産物を提供しています。

か
ん
た
ん
に
い
え
ば
、

「
鮭
の
た
き
こ
み
ご
は
ん
」
ね
！

「
よ
う
ま
ん
ま
」
は
ね
、

聖
籠
町
で
昔
か
ら
食
べ
ら
れ
て

き
た
郷
土
料
理
な
ん
だ
よ
。

地
引
網
で
鮭
が
と
れ
る
と
、

ご
は
ん
と
一
緒
に
炊
き
こ
ん
で
、

食
べ
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
よ
。

夏
の

食
育
の
日
の
給
食

の
写
真
ね
。

よ
う
ま
ん
ま
、

鮭
た
っ
ぷ
り
。

毎
月
十
九
日
の
食
育
の

日
で
は
、
聖
籠
町
の
郷

土
料
理
や
、
地
場
産
物

を
使
っ
た
特
別
給
食
が

で
る
ん
だ
よ
ね
！

ご
家
庭
で
も
ぜ
ひ
、
聖

籠
町
の
味
を
取
り
入
れ

て
み
て
は
い
か
が
？

ぜ
ん
ぶ

お
い
し
か
っ
た
ね
～

イ
キ
が
い
い
な
～

ぼ
く
は

お
か
わ
り

し
ち
ゃ
っ
た

新
潟
と
い
え
ば

鮭
！
っ
て
か
ん
じ

新潟なすの
ミートグラタン

のりナッツあえ

新潟県産牛乳

夏ののっぺい汁ようまんま



33　R2.11 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

ASAHIさん 15歳 南川 朱里さん 11歳

渡邊 励さん 9歳 プリキュアさん 6歳

投稿するときはペンで書いてください。（薄いものは掲載できません）
住所と名前は必ず書いてください。（ペンネーム希望の場合は名前の横にペンネーム『○○○』と書いてください）１か月に一人１枚だけ受け付けます。

み ん な の ひ ろ ば

「
珍
し
い
つ
る
3

3

が
出
て
き
た
！
」

■応募方法・締切
⑴パソコン・スマホからお申し込み／応募期限　11月 14日（土）
二次元コードから申込サイトへアクセスし、必要事項をご入力ください。
⑵往復ハガキの場合／応募期限　11月 4日（水）必着
往復ハガキの往信裏面に［1］住所［2］お名前［3］生年月日［4］電話番
号［5］メールアドレス（お持ちの方）［6］観戦希望試合とチケットの希望
枚数（2枚まで）	を記載し、返信用表面に返信先（ご自分）の住所・氏名
をご記入の上、ご郵送ください。
（※宛先		〒950-0954	新潟市中央区美咲町 2-1-10	アルビレックス新潟
後援会「試合観戦ご招待」係）
※新型ウイルスの感染拡大状況により、内容が変更となる場合がありま
すのであらかじめご了承ください。

アルビレックス新潟後援会　☎０２５－２５７－０１５０

■対象試合　11月 15日（日）午後２時キックオフ　ジェフユナイテッド千葉戦
■会　　場　デンカビッグスワンスタジアム
■席　　種　W1サイド自由席

（※状況により席種が変更になる場合があります）

表 裏

切手

11/15
千葉

［1］〒９５７-△△△△
北蒲原郡聖籠町○○

○-○-○

［2］後援  花子

［3］〇年〇月〇日生まれ

［4］0254-○○-△△△△

［5］メールアドレス（お持ちの方）

［6］11/15 千葉戦
希望枚数（2枚まで）

9 5 0 0 9 3 3
新
潟
市
中
央
区
清
五
郎
67
ー
12

デ
ン
カ
ビ
ッ
グ
ス
ワ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
内

ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟
後
援
会

試
合
観
戦
ご
招
待
係  

行

〔はがき記入例〕

聖籠町の皆様をアルビレックス新潟の試合に無料ご招待
11/15 千葉戦

写真提供／
㈱アルビレックス新潟

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　

10
月
某
日
、
広
報
担
当
者
に

１
本
の
電
話
が
・
・
・

　

い
た
だ
い
た
情
報
を
も
と
に
、

広
報
担
当
者
が
現
場
を
訪
ね
る

と
、
そ
こ
に
は
確
か
に
、
長
～

い
「
サ
ツ
マ
イ
モ
の
つ
る
4

4

」
が
！

　

情
報
を
く
だ
さ
っ
た
の
は
、

真
野
で
美
容
室
を
営
む
保
科
さ

ん
。

　

ご
自
身
の
畑
で
サ
ツ
マ
イ
モ

掘
り
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
見

た
こ
と
の
な
い
長
さ
の
つ
る
が

出
て
き
た
の
で
、
ど
こ
ま
で
伸

び
て
い
る
の
か
と
思
い
、
切
れ

な
い
よ
う
に
掘
っ
て
み
た
と
こ

ろ
、
自
分
の
背
丈
を
超
え
る
ほ

ど
の
長
さ
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

お
店
の
お
客
さ
ん
（
農
家
の

方
）
か
ら
も
「
こ
ん
な
の
は
初

め
て
見
た
」
と
言
わ
れ
、
こ
れ

は
珍
し
い
の
で
は
と
思
い
広
報

せ
い
ろ
う
あ
て
に
連
絡
を
く
だ

さ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

お
そ
ら
く
夏
の
日
照
り
で
水

分
を
得
よ
う
と
伸
び
て
い
っ
た

の
で
は
と
推
察
し
た
保
科
さ
ん

は
、「
私
た
ち
も
こ
の
つ
る
が

見
せ
た
生
命
力
を
見
習
い
、
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
負
け
な
い
よ

う
に
が
ん
ば
ら
な
け
れ
ば
と
感

じ
た
」
と
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

　

保
科
さ
ん
、
情
報
を
い
た
だ

き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

▲取材に伺った時は、乾燥していたため、
若干縮んでいましたが、それでも 150
㎝ほどありました。
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蓮野・蓮潟・亀代こども園 運動会開催
　10月２日（金）・３日（土）に蓮野、蓮潟、亀代の３こども園で運動会が行われました。その様子
を写真で紹介します。
　かわいらしいダンスやかけっこなど、毎日一生懸命練習してきた成果を発揮した園児たち。元気いっ
ぱいな姿に、応援席は笑顔と感動につつまれました。

蓮 野 こ ど も 園

蓮 潟 こ ど も 園

亀 代 こ ど も 園


